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日
数
(
時
間
)

旅
行
費
用

実
施
学
年

実
施
許
可
基
準

旅
行
方
面

備
　
　
　
　
考

小
普

中
普 普 定 小

１
泊
２
日
以
内

第
６
学
年

全
行
程
5
0
0
k
m
程
度

中
３
泊
４
日
以
内

第
３
学
年

全
行
程
1
2
0
0
k
m
程
度

高

小
普

中
普 普 定 小

２
泊
３
日
以
内

1
0
0
％
を
原
則

中
３
泊
４
日
以
内

〃
 

高
５
泊
６
日
以
内

7
0
％
以
上
を
原
則

 
小

普
中

普

３
泊
４
日
以
内

9
5
,
0
0
0
円
以
内

規
定
な
し

規
定
な
し

国
内

３
泊
４
日
以
内

9
5
,
0
0
0
円
以
内

規
定
な
し

規
定
な
し

国
内

普 定 小
１
泊
２
日
以
内

9
5
,
0
0
0
円
以
内

県
内
及
び
隣
接
県

 
中

３
泊
４
日
以
内

9
5
,
0
0
0
円
以
内

国
内

 

高
５
泊
６
日
以
内

9
5
,
0
0
0
円
以
内

限
定
し
な
い

航
空

機
利

用
を

認
め

る
。

児
童

生
徒

の
状

況
に

応
じ

て
保

護
者

が
同

行
す

る
場

合
も

あ
る

。

小
普

中
普

２
泊
３
日
以
内

5
7
,
0
0
0
円

普
＜
経
費
の
標
準
＞

 
定

9
4
,
0
0
0
円

小
１
泊
２
日
以
内

2
3
,
0
0
0
円

 
中

２
泊
３
日
以
内

5
7
,
0
0
0
円

 
高

４
泊
５
日
以
内

9
4
,
0
0
0
円

 
〃

〃
実
態
に
応
じ
て
定
め
る

宮 城 県

　
　
　
市
町
村
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
よ
る

県
立

中
最
高
学
年
又
は
そ
の
前

学
年

在
学
中
1
回

原
則
と
し
て
全
員
参
加

実
施
基
準
な
し

4
0
人
以
下
の
と
き
2
人
、
4
0
人
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
数
の
2
0
人
ま
で
ご
と
に
1
人
を
加
算
し
た
数

高
４
泊
５
日
以
内

特 別 支

援 学 校

規
定
な
し

限
定
し
な
い

学
級
数
×
2
名

航
空
機
の
利
用
を
認
め
る
。

特 別 支 援

学 校
〃

〃
児
童
生
徒
4
名
に
つ
き
1
名
、
さ
ら
に
児
童
生
徒
8
名
に
つ
き
1

名
の
割
合
で
教
員
ま
た
は
寄
宿
舎
指
導
員
等
を
加
え
る

岩 手 県

　
　
　
市
町
村
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
よ
る

県
立

中
及

び
中

等
教

育
学

校
前

期
課

程

学
級

数
に

1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
数

に
１

を
加

え
た

数
(
1
未

満
の

端
数

は
切

り
上

げ
)

高
等

学
校

及
び

中
等

教
育

学
校

後
期

課
程

学
級

数
に

1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
数

に
１

を
加

え
た

数
(
1
未

満
の

端
数

は
切

り
上

げ
)

高
５
泊
６
日
以
内

9
5
,
0
0
0
円
以
内

規
定
な
し

7
0
％
以
上
を
原
則

規
定
な
し

3
0
名
に
つ
き
1
名
＋
1
5
0
名
に
つ
き
1
名

教
育

委
員

会
が

認
め

た
場

合
は

6
泊

7
日

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

特 別 支

援 学 校
〃

〃
〃

障
害
の
程
度
に
よ
り
弾
力
的
に
対
応

特 別 支 援 学 校 （ 養 護 ）

〃

3
名

(
3
名

)
ま

で
4
名

、
5
名

(
5
名

)
ま

で
5
名

、
7
名

(
7
名

)
ま

で
6
名

、
9
名

(
1
4

名
)
ま

で
7
名

、
以

降
 
7
名

増
す

毎
に

1
名

増
※

上
記

の
(
)
は

聾
学

校

※
参

加
児

童
生

徒
数

 
3
8
名

(
聾

学
校

は
4
3
名

)
以

上
に

つ
い

て
は

、
7
名

ご
と

　
に

教
員

数
1
名

を
加

算
す

る
（

端
数

切
上

げ
）

※
盲

学
校

及
び

養
護

学
校

：
重

複
・

訪
問

教
育

及
び

肢
体

不
自

由
児

学
級

の
　

児
童

生
徒

に
つ

い
て

は
、

そ
の

数
を

2
倍

、
知

的
障

害
高

等
部

生
活

科
及

　
び

知
的

障
害

義
務

併
置

校
高

等
部

普
通

学
級

の
生

徒
に

つ
い

て
は

、
そ

の
　

数
を

1
.
3
倍

で
算

定
し

た
上

で
、

上
述

に
よ

り
教

員
数

を
算

出
す

る
。

た
　

だ
し

、
算

出
さ

れ
た

教
員

数
が

実
児

童
生

徒
数

＋
1
名

を
越

え
た

場
合

に
　

は
、

実
児

童
生

徒
数

＋
1
名

を
限

度
と

す
る

。
な

お
、

教
育

課
程

編
成

基
　

準
の

改
正

に
伴

い
、

知
的

障
害

高
等

部
生

活
科

が
廃

止
さ

れ
た

学
年

に
お

　
い

て
は

、
廃

止
前

の
学

科
に

基
づ

い
た

算
出

方
法

と
す

る
。

※
聾

学
校

：
重

複
児

童
生

徒
に

つ
い

て
は

、
そ

の
数

を
2
倍

で
算

定
し

た
上

　
で

、
上

述
に

よ
り

教
員

数
を

算
出

す
る

。
た

だ
し

、
算

出
さ

れ
た

教
員

数
　

が
実

児
童

生
徒

数
＋

1
名

を
越

え
た

場
合

に
は

、
実

児
童

生
徒

数
＋

1
名

を
　

限
度

と
す

る
。

高
等
学
校
の
基
準
に
準
拠

青 森 県

　
　
　
市
町
村
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
よ
る

高
５
泊
６
日
以
内

規
定
な
し

規
定
な
し

中
学
校
の
基
準
に
準
拠

中
等

教
育

学
校

後
期

課
程

高
等
学
校
の
基
準
に
準
拠

高
等
学
校
の
基
準
に
準
拠

高
５
泊
６
日
以
内

航
空
機
利
用
は
４
泊
５
日

以
内

必
要
最
小
限
度

最
終
学
年
又
は
そ
の
前

年
度

日
本
国
内

2
0
名

ま
で

3
名

、
4
0
名

ま
で

4
名

、
8
0
名

ま
で

5
名

、
以

降
4
0
名

増
す

毎
に

1
名

増
。

※
参

加
児

童
生

徒
数

4
4
1
名

以
上

に
つ

い
て

は
、

4
0
名

ご
と

に
教

員
数

　
1
名

を
加

算
す

る
（

端
数

切
上

げ
）

※
実

施
学

級
数

が
4
学

級
以

上
の

場
合

は
1
名

、
6
学

級
以

上
の

場
合

は
　

2
名

、
8
学

級
以

上
の

場
合

は
3
名

を
教

員
数

に
加

算
す

る
。

(１
)－

２
　
国
内
修
学
旅
行
実
施
基
準
概
要

  
※※

海海
外外

修修
学学

旅旅
行行

実実
施施

基基
準準

はは
別別

掲掲
。。

校
種

引
率
教
職
員

北 海 道

　
　
　
市
町
村
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
よ
る

3
名

ま
で

2
名

、
1
0
名

ま
で

3
名

、
4
0
名

ま
で

4
名

、
8
0
名

ま
で

5
名

、
以

降
4
0
名

増
す

毎
に

1
名

増
。

※
参

加
児

童
生

徒
数

4
0
1
名

以
上

に
つ

い
て

は
、

4
0
名

ご
と

に
教

員
数

　
1
名

を
加

算
す

る
（

端
数

切
上

げ
）

※
実

施
学

級
数

が
3
学

級
以

上
の

場
合

は
1
名

、
5
学

級
以

上
の

場
合

は
　

2
名

、
7
学

級
以

上
の

場
合

は
3
名

を
教

員
数

に
加

算
す

る
。

【
引

率
教

員
数

に
つ

い
て

】
［

全
体

］
・

引
率

予
定

教
員

数
が

左
欄

(
｢
引

率
教

職
員

｣
)
の

該
当

す
る

項
目

　
か

ら
算

出
し

た
数

を
下

回
る

こ
と

が
確

定
し

て
い

る
場

合
は

、
　

引
率

予
定

教
員

数
と

す
る

。
た

だ
し

、
実

施
前

に
参

加
児

童
生

　
徒

数
の

増
減

に
よ

り
、

教
員

数
が

増
減

す
る

場
合

に
つ

い
て

　
は

、
教

育
職

員
局

教
職

員
事

務
セ

ン
タ

ー
と

協
議

す
る

こ
と

。
・

算
出

さ
れ

た
教

員
数

に
は

、
管

理
職

及
び

そ
の

他
の

教
員

1
名

　
分

を
含

む
も

の
で

あ
る

。
・

特
別

支
援

学
校

の
教

員
数

は
、

左
欄

に
該

当
す

る
項

目
か

ら
算

　
出

し
た

教
員

数
が

実
児

童
生

徒
数

＋
1
名

を
越

え
た

場
合

に
　

は
、

実
児

童
生

徒
数

＋
1
名

を
限

度
と

す
る

。

［
特

記
事

項
：

小
学

校
及

び
中

学
校

］
　

複
数

の
学

年
で

隔
年

実
施

す
る

場
合

で
、

児
童

生
徒

が
7
名

以
　

上
の

場
合

は
、

左
欄

か
ら

算
出

し
た

教
員

数
に

1
名

を
加

算
　

す
る

。

［
特

記
事

項
：

特
別

支
援

学
級

］
＜

小
学

校
及

び
中

学
校

＞
・

特
別

支
援

学
級

に
係

る
教

員
数

　
○

普
通

学
級

と
特

別
支

援
学

級
が

同
時

に
実

施
す

る
場

合
　

　
｢
(
左

欄
か

ら
算

出
し

た
教

員
数

)
＋

(
特

別
支

援
学

級
×

2
)
｣

　
　

た
だ

し
、

(
特

別
支

援
学

級
×

2
)
に

よ
り

算
出

し
た

教
員

数
　

　
が

、
特

別
支

援
学

級
に

在
籍

す
る

参
加

児
童

生
徒

数
を

超
え

　
　

た
場

合
に

は
、

特
別

支
援

学
級

に
在

籍
す

る
参

加
児

童
生

徒
　

　
数

を
限

度
と

す
る

。

　
○

特
別

支
援

学
級

の
み

で
実

施
す

る
場

合
（

特
別

支
援

学
級

の
　

　
み

の
学

校
を

含
む

）
　

　
｢
(
特

別
支

援
学

級
×

2
)
＋

1
名

｣
　

　
た

だ
し

、
(
特

別
支

援
学

級
×

2
)
に

よ
り

算
出

し
た

教
員

数
　

　
が

、
特

別
支

援
学

級
に

在
籍

す
る

参
加

児
童

生
徒

数
を

超
え

　
　

た
場

合
に

は
、

特
別

支
援

学
級

に
在

籍
す

る
参

加
児

童
生

徒
　

　
数

＋
1
人

を
限

度
と

す
る

。

＜
特

別
支

援
学

校
＞

　
病

弱
養

護
学

校
に

つ
い

て
は

、
医

師
又

は
看

護
士

1
名

を
加

算
　

す
る

。

中
等

教
育

学
校

前
期

課
程

特
別
支
援
学
校
中
学
部
の
基
準
に
準
拠
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日
数
(
時
間
)

旅
行
費
用

実
施
学
年

実
施
許
可
基
準

旅
行
方
面

備
　
　
　
　
考

  
※※

海海
外外

修修
学学

旅旅
行行

実実
施施

基基
準準

はは
別別

掲掲
。。

校
種

引
率
教
職
員

小
普

中
普

３
泊
４
日
以
内

最
終

学
年

又
は

そ
の

前
年

普
 

定 小
１
泊
２
日
以
内

中
３
泊
４
日
以
内

高
４
泊
５
日
以
内

 

小
普

１
泊
２
日
以
内

中
普

３
泊
４
日
以
内

普 定 小
１
泊
２
日
以
内

 
中

３
泊
４
日
以
内

高
４
泊
５
日
以
内

小
普

中
普

４
泊
５
日
以
内

保
護
者
の
負
担
過
重
と
な

ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る

規
定
な
し

原
則
と
し
て
全
員
参
加

限
定
し
な
い

実
施
2
ヶ
月
前
ま
で
に
修
学
旅
行
実
施
届
を
教
育
長

に
提
出
す
る
。

普 定 小
日
帰
り
を
原
則
。
実
情
に

よ
り
１
泊
２
日
も
可

2
0
,
0
0
0
円

以
内

超
過

す
る

と
き

は
保

護
者

の
負

担
過

重
と

な
ら

な
い

よ
う

配
慮

す
る

。

中
２
泊
３
日
以
内
を
原
則
。

実
情
に
よ
り
３
泊
４
日
も

可

5
4
,
0
0
0
円

以
内

。
超

過
す

る
と

き
は

保
護

者
の

負
担

過
重

と
な

ら
な

い
よ

う
配

慮
す

る
。

高
４
泊
５
日
以
内

1
0
2
,
0
0
0
円

以
内

超
過

す
る

と
き

は
保

護
者

の
負

担
過

重
と

な
ら

な
い

よ
う

配
慮

す
る

。

実
施
2
ヶ
月
前
ま
で
に
修
学
旅
行
実
施
届
を
教
育
長

に
提
出
す
る
。

小
普

１
泊
２
日
以
内

 

中
普

２
泊
３
日
以
内

 

普
最
終
学
年
又
は
そ
の

前
学
年
（
２
年
又
は
３
年
）

定
最
終
学
年
又
は
そ
の

前
学
年
（
３
年
又
は
４
年
）

小
１

泊
２

日
 

中
２

泊
３

日
以

内

高
４

泊
５

日
以

内

小
普

中
普 普

 
定

第
３

学
年

次
以

降
と

す
る

小
１

泊
２

日
以

内
（

3
8
時

間
）

以
内

第
５

学
年

又
は

第
６

学
年

 

中
２

泊
３

日
以

内
（

6
2
時

間
）

以
内

第
２

学
年

又
は

第
３

学
年

 

高
４

泊
５

日
以

内
(
1
1
0
時

間
）

以
内

第
２

学
年

又
は

第
３

学
年

 

特 別 支 援 学 校

〃
規
定
な
し

児
童
生
徒
の
障
害
の
状
況
等
に
応
じ
た
適
正
な
数
と
す
る

栃 木 県

　
　
　
市
町
村
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
よ
る

県
立

中
４

泊
５

日
以

内
(
1
1
0
時

間
）

以
内

保
護

者
の

経
済

的
負

担
に

つ
い

て
特

に
配

慮
し

、
適

正
な

額
と

す
る

。
経

費
の

上
限

に
つ

い
て

は
教

育
委

員
会

が
別

に
指

示
す

る
。

第
２

学
年

又
は

第
３

学
年

原
則
と
し
て
全
員
参
加

規
定
な
し

生
徒

2
0
名

に
対

し
1
名

以
上

＋
校

長
ま

た
は

教
頭

＋
養

護
教

諭
高

特 別 支

援 学 校

保
護

者
の

過
重

な
負

担
と

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

最
終

学
年

又
は

そ
の

前
学

年
当

該
学

年
在

籍
生

徒
数

の
大

多
数

が
参

加
で

き
る

も
の

お
お

む
ね

参
加

児
童

生
徒

2
人

に
1
人

の
割

合
小

・
中

・
高

等
学

校
に

そ
れ

ぞ
れ

準
じ

る

茨 城 県

保
護
者
の
過
重
な
負
担
と

な
ら
な
い
よ
う
留
意
す

る
。

保
護
者
の
理
解
と
協
力

を
得
て
原
則
と
し
て
全

員
が
参
加
で
き
る
よ
う

計
画
す
る
。

当
該
学
年
の
学
級
数
を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
に
学
校
の
実
態
に
応
じ
て
必

要
と
認
め
ら
れ
る
人
数
を
加
え
る
。

　
全
体
の
責
任
者
と
し
て
、
校
長
又
は
校
長
の
指
定
す
る
教
員
が
参
加
す

る
と
と
も
に
、
養
護
教
諭
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
教
員
を
参
加
さ
せ
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。

高
４
泊
５
日
以
内

極
力
節
約
を
図
り
、
保
護

者
の
負
担
の
軽
減
を
図

る
。

当
該
学
年
在
籍
生
徒
数

の
大
多
数
が
参
加
で
き

る
も
の

日
本
国
内
全
域

お
お
む
ね
参
加
生
徒
3
0
人
に
つ
き
1
人
の
割
合

限
定
し
な
い

1
～

3
学

級
/
学

級
数

＋
2
名

　
4
～

7
学

級
/
学

級
数

＋
3
名

8
学

級
以

上
/
学

級
数

＋
4
名

実
施
2
ヶ
月
前
ま
で
に
修
学
旅
行
実
施
届
を
教
育
長

に
提
出
す
る
。

参
加
人
数
÷
3
0
名
＋
2
名

特 別 支 援 学 校

〃
〃

規
定
な
し

原
則
と
し
て
参
加
児
童
生
徒
の
3
分
の
2
で
小
数
第
１
位

を
切
り
上
げ
た
人
数
以
内
、
重
複
障
が
い
学
級
(
訪
問
学

級
を
含
む
)
に
つ
い
て
は
、
参
加
児
童
生
徒
数
に
3
人
を

加
え
た
人
数
以
内

実
施
2
ヶ
月
前
ま
で
に
修
学
旅
行
実
施
届
を
教
育
長

に
提
出
す
る
。
障
が
い
の
状
況
に
応
じ
て
保
護
者

の
付
添
い
有
り
。

福 島 県

　
　
規
定
な
し

市
町

村
教

育
委

員
会

に
修

学
旅

行
実

施
届

け
を

提
出

す
る

県
立

中
1
～
3
学
級
/
学
級
数
＋
2
名
　
4
～
7
学
級
/
学
級
数
＋
3
名

8
学
級
以
上
/
学
級
数
＋
4
名

高
４
泊
５
日
以
内

保
護
者
の
負
担
過
重
と
な

ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る

規
定
な
し

原
則
と
し
て
全
員
参
加

航
空
機
利
用
付
帯
条
件
な
し
。

高
４
泊
５
日
以
内

国
内

内
陸

地
方

 
9
5
,
0
0
0
円

を
目

安
庄

内
地

方
 
9
8
,
0
0
0
円

を
目

安
海

外
　

　
1
2
0
,
0
0
0
円

を
目

安

特 別 支 援

学 校
規
定
な
し
(
保
護
者
の
過
重

負
担
を
避
け
る
)

〃
〃

〃
〃

原
則
と
し
て
全
員
参
加

規
定
な
し

生
徒
の
実
態
に
応
じ
た
適
切
な
数
(
養
護
教
諭
ま
た
は
こ
れ

に
代
わ
る
者
を
含
め
る
)
＋
責
任
者
1
名

山 形 県

規
定
な
し
(
保
護
者
の
過
重

負
担
を
避
け
る
)

規
定
な
し

原
則
、
全
員
参
加

規
定
な
し

規
定
な
し

高
４
泊
５
日
以
内

在
学
中
1
回

特 別 支 援

学 校
各
部
の
日
程
等
に
応
じ
た

適
切
な
額

最
終
学
年
又
は

そ
の
前
年

秋 田 県

　
　
　
各
市
町
村
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
よ
る

県
立

中
目
的
達
成
の
た
め
の
必
要

最
小
限
度
の
額

原
則
と
し
て
全
員
参
加

規
定
な
し

3
0
人
に
つ
き
1
名
＋
1
名
＋
責
任
者
1
名

原
則
と
し
て
最
終
学
年

（
小
６
、
中
３
）

目
的
及
び
実
施
計
画
の
策
定

に
記
述
さ
れ
た
内
容
等
に
照

ら
し
て
、
学
校
の
実
態
を
踏

ま
え
、
十
分
に
調
査
研
究
し

た
上
で
選
定
す
る
。

※
費

用
に

つ
い

て
は

、
1
1
万

円
程

度
で

実
施

す
る

よ
う

指
導

し
て

い
る

。
年

度
当

初
、

各
地

区
校

長
会

、
教

頭
会

で
指

示
済

み
。
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日
数
(
時
間
)

旅
行
費
用

実
施
学
年

実
施
許
可
基
準

旅
行
方
面

備
　
　
　
　
考

  
※※

海海
外外

修修
学学

旅旅
行行

実実
施施

基基
準準

はは
別別

掲掲
。。

校
種

引
率
教
職
員

小
普

中
普

２
泊
３
日
以
内

規
定
な
し

原
則
と
し
て
第
３
学
年

在
籍
数
の
9
0
％
以
上

規
定
な
し

小
１
泊
２
日
以
内

規
定
な
し

６
年

中
２
泊
３
日
以
内

〃
３
年

高

小
普

１
泊
２
日
以
内

中
：
7
2
時
間
の
範
囲
で
車
中
泊
1
泊
増
可

２
泊
３
日
以
内

(
7
2
時
間
以
内
)

普 定 小
１
泊
２
日
以
内

中
２
泊
３
日
以
内

(
7
2
時
間
以
内
)

高
４
泊
５
日
以
内

(
1
2
0
時
間
以
内
)

9
5
,
0
0
0
円
以
内

北
海
道
、
本
州
、

四
国
、
九
州
、
沖
縄

小
普

中
普 普

8
0
％
以
上
の
在
籍
者
の
参
加

定
7
0
％
以
上
の
在
籍
者
の
参
加

小
１

泊
２

日
以

内
2
5
,
0
0
0
円

（
消

費
税

含
）

中
２

泊
３

日
以

内
5
6
,
0
0
0
円

（
消

費
税

含
）

高
３

泊
４

日
以

内
1
0
5
,
0
0
0
円

（
消

費
税

含
）

特 別 支 援

学 校
規
定
な
し

規
定
な
し

規
定
な
し

児
童
生
徒
3
人
に
つ
き
1
人
＋
引
率
責
任
者
を
原
則
と
す
る

航
空
機
利
用
は
前
年
度
中
に
特
別
支
援
教
育
課
と

協
議
す
る
。

高
４
泊
５
日
以
内

1
0
0
,
0
0
0
円
以
内

（
消
費
税
別
）

規
定
な
し

規
定
な
し

学
級
数
×
1
.
5
＋
2
＋
(
1
)

(
1
)
は
、
8
学
級
以
上
の
み
養
護
教
諭
又
は
校
長
の
委
嘱
し
た

保
健
担
当
者
を
含
め
る
こ
と

千 葉 県

　
　
　
市
町
村
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
よ
る

県 立 中 学 校 及 び 中

等 教 育 学 校 前 期 課

程 、 高 等 学 校 及 び

中 等 教 育 学 校 後 期

課 程 の 基 準
３
泊
４
日
以
内

保
護
者
の
経
済
的
負
担
を

十
分
考
慮
し
て
、
そ
の
軽

減
に
努
力
す
る
も
の
と
す

る
。

規
定
な
し

8
0
％
以
上
の
在
籍
者
の
参
加

規
定
な
し

学
級
数
×
1
.
5
＋
2

養
護
教
諭
又
は
校
長
の
委
嘱
し
た
保
健
担
当
者
を
含
め
る
こ

と

国
内
及
び
海
外

生
徒
1
5
～
3
0
人
に
対
し
教
員
1
名
(
引
率
責
任
者
、
保
健
責
任

者
は
別
枠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
)

川
口
市
　
生
徒
1
5
～
3
0
人
に
対
し
教
員
1
名

　
　
　
　
（
引
率
責
任
者
、
保
健
責
任
者
は
別
枠
）

航
空
機
を
利
用
す
る
場
合
は
、

①
参
加
生
徒
及
び
保
護
者
の
同
意
を
得
る
。

②
航
空
機
利
用
に
伴
う
緊
急
事
態
に
つ
い
て
の
対

応
策
を
講
じ
て
お
く
。

中
：

7
2
時

間
の

範
囲

で
車

中
泊

1
泊

増
可

航
空

機
を

利
用

す
る

場
合

は
、

①
参

加
生

徒
及

び
保

護
者

の
同

意
を

得
る

。
②

航
空

機
利

用
に

伴
う

緊
急

事
態

に
つ

い
て

の
対

応
策

を
講

じ
て

お
く

。

特 別 支 援

学 校

目
的
の
達
成
と
保
護
者
の

負
担
を
考
慮
し
て
適
正
な

額
と
す
る

最
終
学
年
又
は
前
年

7
0
％
を
下
ら
な
い

規
定
な
し

児
童
・
生
徒
5
人
に
対
し
教
員
1
名
(
引
率
責
任
者
、
学
校
医

及
び
養
護
担
当
教
員
は
別
枠
)

児
童
・
生
徒
1
5
～
3
0
人
に
対
し
教
員
1
名
(
引
率
責
任
者
、
学

校
医
及
び
養
護
担
当
教
員
は
別
枠
)

中
普

県
立

中
中
学
校
の
基
準
を
準
用
す
る

高
４
泊
５
日
以
内

(
1
2
0
時
間
以
内
)

国
内

修
学

旅
行

は
9
5
,
0
0
0

円
、

海
外

修
学

旅
行

は
1
0
0
,
0
0
0
円

（
外

国
語

科
等

設
置

校
等

国
際

交
流

に
特

色
が

あ
る

と
県

教
委

が
認

め
た

学
校

に
つ

い
て

は
1
3
0
,
0
0
0

円
）

以
内

中
高
学
年

7
0
％
を
下
ら
な
い

特 別 支 援 学 校

在
籍

数
の

9
0
％

以
上

（
視

覚
・

聴
覚

・
肢

体
・

病
弱

特
別

支
援

学
校

は
7
0
％

以
上

）
規
定
な
し

 

在
籍
数
の
8
0
％
以
上
（
視
覚
・
聴
覚
・
肢
体
・
病
弱
特
別
支
援
学
校
は
7
0
％
以
上
）

埼 玉 県

目
的
の
達
成
と
保
護
者
の

負
担
を
考
慮
し
て
適
正
な

額
と
す
る

最
終
学
年
又
は
前
年

8
5
％
を
下
ら
な
い

規
定
な
し

(
2
)
宿

泊
を

要
す

る
修

学
旅

行
に

あ
っ

て
は

、
引

率
責

任
 
 
 
者

は
原

則
と

し
て

校
長

、
副

校
長

又
は

教
頭

と
し

、
 
 
 
上

記
引

率
者

の
数

の
枠

外
と

す
る

。
定

原
則
と
し
て
第
３
学
年

以
上

在
籍
数
の
7
0
％
以
上

規
定
な
し

(
3
)
養

護
教

諭
又

は
養

護
助

教
諭

が
同

行
す

る
場

合
及

び
 
 
 
特

別
支

援
学

校
に

お
け

る
修

学
旅

行
で

重
度

障
害

の
 
 
 
児

童
生

徒
が

参
加

す
る

た
め

、
特

に
必

要
と

さ
れ

る
 
 
 
場

合
の

教
職

員
は

、
(
1
)
の

数
に

含
ま

な
い

も
の

と
　

 
す

る
。

(
4
)
教

育
長

は
、

特
に

必
要

と
認

め
る

と
き

は
、

(
1
)
～

 
 
 
(
3
)
と

は
別

に
定

め
る

人
数

を
加

え
る

こ
と

が
で

き
 
 
 
る

。

高

全

４
泊
５
日
以
内

 
(
1
2
0
時
間
以
内
)

方
面
別
標
準
経
費
を
示
し

て
指
導

原
則
と
し
て
第
２
学
年

以
上

在
籍
数
の
8
0
％
以
上

群 馬 県

　
　
　
市
町
村
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
よ
る

中
等

教
育

学
校

（
前

期
課

程
）

規
定
な
し

中
等

教
育

学
校

（
後

期
課

程
）

高
等
学
校
の
基
準
を
準
用
す
る

規
定
な
し

(
1
)
１

学
級

に
対

し
て

1
名

な
い

し
2
名

の
引

率
と

す
る

。
 
 
 
た

だ
し

、
1
学

級
で

実
施

す
る

場
合

及
び

海
外

修
学

 
 
 
旅

行
を

実
施

す
る

場
合

は
、

そ
の

合
計

人
数

に
1
名

 
 
 
を

加
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

［
航

空
機

利
用

］
1
.
目

的
を

達
成

す
る

た
め

の
交

通
手

段
と

し
て

 
 
必

要
が

あ
る

場
合

。
2
.
参

加
生

徒
及

び
保

護
者

の
同

意
が

得
ら

れ
て

 
 
い

る
こ

と
。

3
.
緊

急
事

態
に

十
分

対
応

で
き

る
方

策
が

講
じ

 
 
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
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日
数
(
時
間
)

旅
行
費
用

実
施
学
年

実
施
許
可
基
準

旅
行
方
面

備
　
　
　
　
考

  
※※

海海
外外

修修
学学

旅旅
行行

実実
施施

基基
準準

はは
別別

掲掲
。。

校
種

引
率
教
職
員

小
普

中
普 全

第
２

学
年

９
月

以
降

定
第

３
学

年
９

月
以

降

小
日
帰
り

2
0
,
3
0
0
円
以
内

第
６
学
年

〃
規
定
な
し

中
７
２
時
間
以
内

5
4
,
8
0
0
円
以
内

第
３
学
年

〃
規
定
な
し

高
９
６
時
間
以
内

8
5
,
0
0
0
円
以
内

第
２
学
年
９
月
以
降

第
３
学
年

〃
規
定
な
し

小
普

中
普 普

在
籍

生
徒

の
8
0
％

以
上

の
参

加

定
在

籍
生

徒
の

6
0
％

以
上

の
参

加

小 中 高
小

普
中

普 普
２
年
又
は
３
年

定
３
年
又
は
４
年

小
２
泊
３
日
以
内

近
接
都
県

中
３
泊
４
日
以
内

関
東
、
中
部
、
近
畿

高
５
泊
６
日
以
内

国
内
全
域

小
普

１
泊

２
日

以
内

を
原

則
と

す
る

６
年

中
普

２
泊

３
日

以
内

を
原

則
と

す
る

３
年

普 定 小
１
泊
２
日
以
内

６
年

中
２
泊
３
日
以
内

３
年

高
３
泊
４
日
以
内

３
年

小
普

中
普

１
学

年
､
２

学
年

は
日

帰
り

､
３

学
年

は
２

泊
３

日
以

内
(
車

中
泊

を
含

む
)

２
学

年
は

、
委

員
会

の
承

認
を

得
て

、
宿

泊
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

保
護

者
の

過
重

負
担

に
な

ら
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と

在
学

中
１

回
(
宿

泊
を

要
す

る
も

の
)

原
則

、
全

員
参

加
規

定
な

し

５
泊

６
日

以
内

(
車

中
泊

含
む

)

普 定 小 中 高

1
学
級
に
つ
き
3
人
、
1
学
級
増
す
ご
と
に
1
～
2
人
増

航
空
機
利
用
の
場
合
、
経
費
は
航
空
機
を
利
用
し

な
い
場
合
と
同
程
度

高
５

泊
６

日
以

内
(
車

中
泊

含
む

)

特 別 支

援 学 校
小
、
中
、
高
等
学
校
に
準
拠

1
学
級
に
つ
き
5
名
、
1
学
級
増
す
ご
と
に
1
名
又
は
2
名
増
、

基
準
表
（
略
）
に
よ
る

小
、
中
、
高
等
学
校
に
準
拠

特 別 支 援 学

校 (養 護 )

〃
高
：
航
空
機
利
用
は
、
実
施
2
ヶ
月
前
ま
で
に
提
出

す
る
「
修
学
旅
行
実
施
計
画
書
」
に
「
航
空
機
利

用
計
画
」
を
記
載
し
て
お
く
こ
と
。

新 潟 県

　
　
　
市
町
村
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
よ
る

県
立
中
学
校
及

び
中
等
教
育
学

校
（
前
期
課

程
）

中
等

教
育

学
校

（
後

期
課

程
）

保
護
者
の
過
重
負
担
に
な

ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

在
学
中
１
回

原
則
、
全
員
参
加

３
泊
４
日
以
内
を
原
則
と

す
る

家
庭

の
経

済
的

負
担

を
考

慮
し

、
費

用
の

削
減

を
図

る
。

高
：

費
用

は
1
1
万

円
を

上
限

と
す

る
。

最
高
学
年
あ
る
い
は
そ

の
前
学
年
(
後
期
)

〃
規
定
な
し

2
0
～
3
0
人
に
つ
き
1
名

長 野 県

家
庭
の
経
済
的
負
担
を
考

慮
し
、
費
用
の
削
減
を
図

る
。

規
定
な
し

小
：
は
な
は
だ
し
く
遠

隔
地
を
避
け
る
。

中
：
規
定
な
し

（
学
級
数
×
2
+
2
）
名

県
立

中
学

校
及

び
中

等
教

育
学

校
前

期
課

程
、

高
等

学
校

及
び

中
等

教
育

学
校

後
期

課
程

規
定
な
し

（
学
級
数
×
2
+
2
）
名

高

特 別 支

援 学 校
〃

原
則
、
最
高
学
年

1
0
分
の
8
以
上

や
む
を
得
な
い
場
合
は

こ
の
限
り
で
は
な
い

4
名
に
つ
き
1
名
以
上
＋
管
理
職

6
名
に
つ
き
1
名
以
上
＋
管
理
職

特 別 支

援 学 校

山 梨 県

　
　
　
各
市
町
村
(
組
合
)
教
育
委
員
会
の
修
学
旅
行
・
遠
足
・
そ
の
他
の
校
外
行
事
の
基
準
に
関
す
る
規
則
で
定
め
る

高
５
泊
６
日
以
内

規
定
な
し

1
0
分
の
8
以
上

国
内
全
域

3
0
名
に
つ
き
1
名
以
上
＋
管
理
職

「
航

空
機

利
用

書
」

の
提

出
。

海
外

修
学

旅
行

に
つ

い
て

は
、

別
に

通
知

を
出

し
費

用
、

保
護

者
の

同
意

､
安

全
面

へ
の

配
慮

を
促

し
て

い
る

。

特 別 支 援

学 校

規
定
な
し

学
校
長
の
判
断
に
よ
る

神 奈 川 県

　
　
　
市
町
村
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
よ
る

高
４
泊
５
日
以
内

保
護

者
の

経
済

的
負

担
を

十
分

に
考

慮
し

た
適

切
な

額
在
学
中

教
育
的
見
地
か
ら
慎
重

に
検
討
し
て
選
定

東 京 都

　
　
区
市
町
村
教
育
委
員
会
の
基
準
に
よ
る

都
立

中
学

校
及

び
中

等
教

育
学

校
前

期
課

程
各
学
校
の
旅
行
計
画
に
つ
い
て
、
東
京
都
教
育
委
員
会
と
協
議
し
て
実
施
し
て
い
る
。

高 等 学 校 及 び 中 等

教 育 学 校 後 期 課 程

９
６

時
間

以
内

8
6
,
0
0
0
円

以
内

(
税

抜
)

原
則

と
し

て
全

員
参

加
規

定
な

し
規

定
な

し

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
に
よ
っ
て

判
断
す
る

県
立
学
校
：
学
級
数
×
1
.
2
＋
2

公
立
中
学
校
に
準
ず
る

規
定
な
し
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日
数
(
時
間
)

旅
行
費
用

実
施
学
年

実
施
許
可
基
準

旅
行
方
面

備
　
　
　
　
考

  
※※

海海
外外

修修
学学

旅旅
行行

実実
施施

基基
準準

はは
別別

掲掲
。。

校
種

引
率
教
職
員

小
普

規
定
な
し

規
定
な
し

規
定
な
し

規
定
な
し

規
定
な
し

市
町
村
教
育
委
員
会
に
一
任
。

中
普

３
泊
４
日
以
内

規
定

な
し

最
上
学
年
も
し
く
は
そ

の
前
の
学
年

原
則
と
し
て
全
員
参
加

規
定
な
し

普 定 小
１
泊
２
日
以
内

中
３
泊
４
日
以
内

中
学
部
…
中
学
校
修
学
旅
行
実
施
基
準
に
準
ず
る

高
４
泊
５
日
以
内

高
等
部
…
高
等
学
校
修
学
旅
行
実
施
基
準
に
準
ず

る

小
普

原
則
と
し
て
宿
泊
を
要
す

る
場
所
は
実
施
し
な
い
こ

と

積
立
金
に
よ
る
こ
と
を
原

則
と
す
る

最
上
学
年
又
は
そ
の
前

学
年
 
(
前
学
年
と
の
合

同
も
可
)

8
0
％
以
上

県
内

中
普

３
泊
４
日
以
内

〃
最
上
学
年
又
は
そ
の
前

学
年

〃
規
定
な
し

普 定 小
原
則
と
し
て
宿
泊
を
要
す

る
場
所
は
実
施
し
な
い
こ

と
〃

最
上
学
年
又
は
そ
の
前

学
年
(
前
学
年
と
の
合
同

も
可
)

〃
県
内

中
３
泊
４
日
以
内

〃
最
上
学
年
又
は
そ
の
前

学
年

〃
規
定
な
し

高
４
泊
５
日
以
内

〃
〃

〃
〃

高
等
学
校
に
同
じ
。

小
普

中
普 普

 

定 小
３
４
時
間
以
内

６
年
又
は
５
、
６
年

規
定
な
し

 

中
５
８
時
間
以
内

３
年
又
は
２
、
３
年

規
定
な
し

 

高
８
２
時
間
以
内

最
上
学
年
又
は
そ
の
前

学
年

規
定
な
し

 

小
普

１
泊
２
日
以
内

中
普

原
則
と
し
て
２
泊
３
日

以
内

普
 

定 小
１
泊
２
日
以
内

規
定
な
し

 

中
原
則
と
し
て
２
泊
３
日

以
内

規
定
な
し

高
原
則
と
し
て
３
泊
４
日

以
内

必
要
最
小
限
度
の
額
と
す

る

5
人
に
つ
き
責
任
者
･
教
員
・
寄
宿
舎
指
導
員
各
1
名

特
別
支
援
学
級
は
普
通
学
級
に
同
じ

引
率
者
は
担
任
1
名
＋
教
員
1
名

生
徒
2
5
人
に
つ
き
1
名
＋
責
任
者
１
名

高
原
則
と
し
て
３
泊
４
日

以
内

必
要
最
小
限
度
の
額
と
す

る
〃

〃
教
育
的
見
地
に
立
ち
、
ね
ら
い
が
十
分
に

達
成
で
き
る
よ
う
な
目
的
地

生
徒
3
0
人
に
つ
き
1
人

別
に
責
任
者
2
人

岐 阜 県

規
定
な
し

規
定
な
し

原
則
全
員
参
加

規
定
な
し

児
童

2
0
人

に
つ

き
1
名

＋
責

任
者

分
校

参
加

は
教

員
1
名

増

特 別 支 援 学 校

〃
〃

〃

最
上
学
年
又
は
そ
の
前

学
年

原
則
と
し
て
全
員
参
加

規
定
な
し

少
な
く
と
も
2
名
以
上
と
す
る
。
生
徒
3
0
人
に
つ
き
1
名
を
標

準
。

特 別 支 援 学 校

家
庭
の
経
済
的
負
担
を
考

慮
し
た
額

〃
盲
・
ろ
う
学
校
、
4
人
に
つ
き
1
名
。

特
別
支
援
学
校
、
3
人
に
つ
き
1
名
。

規
定
な
し

児
童
、
生
徒
3
0
人
ま
で
は
2
名
、
さ
ら
に
3
0
名
増
す
ご
と
に
1

名
を
加
え
た
数
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
所
属
長
が
必
要
と

認
め
る
場
合
は
、
2
名
を
限
度
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る

海
外
修
学
旅
行
に
あ
っ
て
は
、
県
教
委
と
学
校
指

導
課
と
協
議
の
上
、
さ
ら
に
2
名
を
限
度
と
し
て
加

え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
海
外
修
学
旅

行
の
引
率
責
任
者
は
原
則
と
し
て
学
校
長
と
す

る
。

特 別 支 援 学 校

児
童
・
生
徒
数
5
人
に
つ
き
1
人
を
基
準
と
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
重
度
・
重
複
障
が
い
の
児
童
生
徒
の
安
全
を
確
保
す
る

上
で
必
要
な
最
小
限
度
の
数
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る

福 井 県

　
　
　
各
市
町
村
教
育
委
員
会
の
判
断
と
す
る
。
県
立
高
志
中
学
校
は
県
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
よ
る
。

高
１
１
０
時
間
以
内

必
要
最
小
限
の
額

石 川 県

児
童
、
生
徒
3
0
人
ま
で
は
2
名
、
さ
ら
に
3
0
名
増
す
ご
と
に
1

名
を
加
え
た
数
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
所
属
長
が
必
要
と

認
め
る
場
合
は
、
2
名
を
限
度
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る

障
が
い
児
学
級
の
引
率
教
員
数
は
5
人
に
つ
き

１
名
。

県
立

中
市
町
立
中
学
校
の
基
準
に
準
ず
る

高
４
泊
５
日
以
内

積
立
金
に
よ
る
こ
と
を
原

則
と
す
る

最
上
学
年
又
は
そ
の
前

学
年

8
0
％
以
上

6
0
人
ま
で
は
2
名
と
す
る
。
超
過
す
る
人
数
3
0
人
に
つ
き
1
名

増
可
。
養
護
教
諭
1
名
増
可
。

特 別 支 援 学 校

過
重
と
な
ら
な
い
よ
う
配

慮
す
る
こ
と

〃
〃

〃
障
害
の
状
態
、
日
程
、
参
加
者
数
に
応
じ
て

富 山 県

規
定
な
し

3
0
名
に
つ
き
1
名
＋
校
長
(
又
は
教
頭
)
＋
養
護
教
諭
＋
学
年

主
任
＋
生
徒
指
導
主
事

特
別
支
援
学
級
の
生
徒
が
参
加
す
る
場
合
は
特
別

支
援
学
級
担
任
が
参
加
す
る

高
４
泊
５
日
以
内

過
重
と
な
ら
な
い
よ
う
配

慮
す
る
こ
と

規
定
な
し

規
定
な
し

〃
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日
数
(
時
間
)

旅
行
費
用

実
施
学
年

実
施
許
可
基
準

旅
行
方
面

備
　
　
　
　
考

  
※※

海海
外外

修修
学学

旅旅
行行

実実
施施

基基
準準

はは
別別

掲掲
。。

校
種

引
率
教
職
員

小
普

規
定
な
し

規
定
な
し

中
普

〃
〃

規
定
な
し

規
定
な
し

計
画
・
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
保
護
者
に
内
容
等

に
つ
い
て
説
明
し
、
十
分
な
理
解
・
同
意
が
得
ら

れ
る
よ
う
に
す
る
。

普 定 小
１
泊
２
日
以
内

６
学
年
が
原
則

中
２
泊
３
日
以
内

高
４
泊
５
日
以
内

小
普

１
泊
２
日
以
内

旅
行
地
を
定
め
な
い

中
普

２
泊
３
日
以
内

旅
行
地
を
定
め
な
い

普
３
年
又
は
２
年

定
４
年
又
は
３
年

小
１
泊
２
日
以
内

小
学
校
に
準
ず
る

近
隣
府
県
の
範
囲

小
普

中
普 普 定 小

１
泊
２
日
以
内

3
4
,
7
0
0
円
以
内

中
２
泊
３
日
以
内

5
9
,
8
0
0
円
以
内

高
４
泊
５
日
以
内

6
9
,
2
0
0
円
以
内

小
普

中
普

３
泊
４
日
以
内

県
教
育
委
員
会
が
年
度
当

初
に
、
次
年
度
実
施
の
基

準
額
を
示
す

最
上
学
年
又
は
前
学
年

―
―

普 定 小
１
泊
２
日

2
1
,
0
0
0
円
程
度

 

中
３
泊
４
日
以
内

5
6
,
0
0
0
円
程
度

２
泊
３
日
が
主
流
。

高
４
泊
５
日
以
内

9
1
,
0
0
0
円
程
度

航
空
機
利
用
3
泊
4
日
以
内
、
特
例
的
認
可
。

3
泊
4
日
が
主
流
。

小
普

６
年

中
普

２
、
３
年

原
則
と
し
て
４
泊
５
日

以
内

学
校

行
事

と
し

て
の

教
育

活
動

の
意

義
を

考
え

､
保

護
者

の
経

済
的

負
担

等
に

十
分

配
慮

し
決

定

規
定
な
し

実
施
の
１
年
前
ま
で
に

教
育
長
に
計
画
書
を
提

出
し
協
議
す
る

規
定
な
し

―

普 定 小
小
学
校
に
準
拠

中
中
学
校
に
準
拠

高
高
等
学
校
に
準
拠

―

特 別 支 援

学 校
規
定
な
し

人
数
は
児
童
生
徒
の
実
態
に
よ
る
＋
管
理
職
＋
養
護
教
諭
＋

必
要
に
応
じ
て
看
護
師

特
別
支
援
学
級
は
普
通
学
級
に
準
ず
る
。
引
率
教

職
員
数
は
児
童
生
徒
の
実
態
に
よ
る
。

府
立

中
―

高
原
則
と
し
て
４
泊
５
日

以
内

保
護

者
の

経
済

的
負

担
等

に
十

分
配

慮
規
定
な
し

実
施
の
２
週
間
前
ま
で

に
届
け
出
る

規
定
な
し

―

参
加
児
童
生
徒
3
人
に
つ
き
教
職
員
1
人
と
す
る
。
た
だ
し
、

参
加
児
童
生
徒
が
3
人
以
下
の
場
合
も
少
な
く
と
も
2
人
と
す

る
。
な
お
、
重
度
の
障
害
児
童
生
徒
の
場
合
に
は
こ
の
限
り

で
は
な
い
。

京 都 府

　
　
　
　
市
町
村
教
育
委
員
会
ご
と
に
実
施

規
定
な
し

全
員
参
加

規
定
な
し

規
定
な
し

（
概
ね
管
理
職
＋
担
任
＋
養
護
教
諭
ま
た
は
こ
れ
に
か
わ
る

者
＋
α
）

４
泊
５
日
以
内

県
教
育
委
員
会
が
年
度
当

初
に
、
次
年
度
実
施
の
基

準
額
を
示
す

最
上
学
年
又
は
前
学
年

原
則
、
全
員
参
加

規
定
な
し

特 別 支 援

学 校
最
上
学
年
又
は
前
学
年

原
則
、
全
員
参
加

規
定
な
し

＜
高
等
学
校
＞

旅
行
費
用
に
つ
い
て
は
、
目
的
の
達
成
と
保
護
者

の
経
済
的
負
担
を
考
慮
し
た
適
正
な
額
を
、
校
長

が
定
め
る
。

特 別 支

援 学 校
〃

〃

滋 賀 県

　
　
　
　
市
町
村
教
育
委
員
会
が
定
め
る
基
準

県
立

中

1
.
5
～
2
人
(
１
ク
ラ
ス
)
を
も
と
に
、
学
校
の
実
態
、
旅
行
の

形
態
等
を
考
慮
す
る
。

航
空
機
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
保
護
者
の
同
意
を

得
て
い
る
こ
と
。

高

三 重 県

高
―

規
定
な
し

三
重

県
立

学
校

修
学

旅
行

等
実

施
要

綱
に

よ
る

三
重

県
立

学
校

修
学

旅
行

等
実

施
要

綱
に

よ
る

小
：
盲
･
知
･
肢
･
病
3
人
、
聾
4
人

中
：
盲
･
知
･
肢
･
病
4
人
、
聾
5
人

高
３
泊
４
日
以
内

高
等
学
校
に
準
ず
る

限
定
し
な
い

高
：
盲
･
知
･
肢
･
病
4
人
、
聾
6
人

上
記
の
児
童
生
徒
数
に
つ
き
引
率
者
1
名

特 別 支 援 学 校

原
則
、
最
上
学
年

原
則
と
し
て
全
員
参
加

児
童
生
徒

　
＋

責
任

者
1
名

＋
保

　
健

担
当

者
1
名

重
度
・
重
複
障
害
の
児
童
生
徒
参
加
の
場
合
、
そ

の
事
情
を
勘
案
し
て
引
率
教
員
数
を
増
や
す
こ
と

が
で
き
る
。

中
２
泊
３
日
以
内

中
学
校
に
準
ず
る

中
部
、
近
畿
、
関
東
地

方
の
範
囲

高
国
内
３
泊
４
日
以
内

上
限
8
0
,
0
0
0
円
程
度
（
消

費
税
を
含
む
）

原
則
、
全
員
参
加
(
8
0
％

以
上
)

限
定
し
な
い

1
学
級
3
名
 
2
学
級
4
名
 
3
学
級
6
名
　
4
学
級
7
名
 
5
学
級
9
名
 
6
学
級
1
0
名
 
7
学
級
1
2
名

8
学
級
1
3
名
 
9
学
級
1
5
名
　
1
0
学
級
1
6
名

当
該
学
年
の
担
当
教
員
＋
養
護
教
諭

(
こ
れ
に
準
ず
る
者
)
＋
責
任
者
(
管
理

職
又
は
そ
れ
に
準
ず
る
者
)

活
動
内
容
や
日
程
・
移
動
等
の
計
画
の
際
は
児
童

生
徒
の
障
害
に
配
慮
す
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
。

航
空
機
の
利
用
は
高
等
部
に
限
り
、
安
全
対
策
を

万
全
に
す
る
。

３
学
年
又
は
２
学
年
９

月
以
降

愛 知 県

保
護
者
の
負
担
を
考
え
て

そ
の
軽
減
に
つ
と
め
る

最
上
学
年

全
員
参
加
を
た
て
ま
え

と
す
る

責
任

者
１

名
。

右
の

区
分

に
よ

る
教

員
数

を
標

準
と

す
る

。
ほ

か
保

健
担

当
者

１
名

を
加

え
る

こ
と

が
で

き
る

1
学
級
2
名
 
2
学
級
3
名
　
3
学
級
4
名
　
4
学
級
5
名
　
※
1
5
1
名
以
上
は
6
名
　
5
学
級
6
名

※
1
8
1
名
以
上
は
7
名
　
　
6
学
級
7
名
　
※
2
1
1
名
以
上
は
8
名

1
学
級
3
名
 
2
学
級
4
名
　
3
学
級
6
名
　
4
学
級
7
名
 
5
学
級
9
名
 
6
学
級
1
0
名
　
7
学
級
1
2
名

8
学
級
1
3
名
 
9
学
級
1
5
名
　
1
0
学
級
1
6
名
　
1
1
学
級
1
8
名

特
別
支
援
学
級
は
普
通
学
級
に
同
じ

県
立

中
目
的
を
踏
ま
え
、
学
校
の
特
色
や
日
常
の

学
習
活
動
と
の
関
連
を
十
分
考
慮
し
て
決

定
す
る
。

原
則
と
し
て
、
１
学
級
に
つ
き
教
員
２

人
＋
養
護
教
諭
(
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

教
員
)
１
人
＋
責
任
者
(
校
長
、
教
頭
又

は
こ
れ
に
準
ず
る
教
員
)
１
人

高
規
定
な
し

規
定
な
し

規
定
な
し

（
保
護
者
の
経
済
的
負
担

を
考
慮
し
て
費
用
の
縮
減

を
図
る
こ
と
）

静 岡 県

１
泊
２
日
～
３
泊
４
日

程
度

健
康
面
等
で
心
配
の
な

い
生
徒

原
則
と
し
て
１
学
級
２
人
以
内
と
し
、
こ
れ
に
児
童
生
徒
に

対
す
る
救
急
処
置
及
び
救
急
体
制
に
関
す
る
業
務
の
で
き
る

者
又
は
養
護
教
諭
並
び
に
責
任
者
を
加
え
た
人
数
と
す
る
。

目
的
を
踏
ま
え
、
学
校
・
学
科
の
特
色
や

実
態
及
び
日
常
の
学
習
活
動
と
の
関
連
を

十
分
考
慮
す
る
。

特 別 支 援

学 校

前
年

度
の

県
立

特
別

支
援

学
校

の
学

部
別

平
均

額
を

参
考

と
す

る
。

た
だ

し
、

保
護

者
の

負
担

を
考

慮
し

費
用

の
削

減
を

図
る

。

原
則
と
し
て
、
当
該
学

年
生
徒
全
員
と
す
る
。

目
的

地
や

見
学

場
所

は
､
日

常
の

学
習

活
動

と
の

関
連

及
び

児
童

生
徒

の
障

害
の

実
態

を
考

慮
し

､
修

学
旅

行
を

通
し

て
効

果
的

な
体

験
学

習
や

情
操

教
育

等
が

深
め

ら
れ

る
よ

う
､
十

分
検

討
の

上
選

定
す

る
。

―

学
習
目
的
に
即
応
し
た

適
地
を
精
選

校
長
・
教
頭
又
は
そ
れ
に
代
わ
る
責
任
者
の
ほ
か
当
該
学
年

の
学
級
担
任
及
び
養
護
教
諭
等

市
町
な
ど
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
よ
る

保
護
者
の
経
済
的
負
担
を

考
慮
し
て
、
各
学
校
が
定

め
る
適
正
な
額

原
則
と
し
て
、
当
該
学

年
生
徒
全
員
と
す
る
。

航
空
機
利
用
は
保
護
者
の
理
解
・
同
意
が
得
ら
れ

る
よ
う
に
す
る
。
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日
数
(
時
間
)

旅
行
費
用

実
施
学
年

実
施
許
可
基
準

旅
行
方
面

備
　
　
　
　
考

  
※※

海海
外外

修修
学学

旅旅
行行

実実
施施

基基
準準

はは
別別

掲掲
。。

校
種

引
率
教
職
員

小
普

中
普 普

第
２
学
年
以
降

定
４
年
課
程
第
３
学
年

以
降

小
１
泊
２
日
以
内

中
２
泊
３
日
以
内

高
４
泊
５
日
以
内

第
２
学
年
以
降

小
普

 

中
普

 

高
等
学
校
の
基
準
に
準
拠

普 定 小
１
泊
２
日
以
内

2
0
,
0
0
0
円

中
２
泊
３
日
以
内

4
7
,
0
0
0
円

高
４
泊
５
日
以
内

8
0
,
0
0
0
円

小
普

中
普 普

 

定 小
１
泊
２
日

2
1
,
5
8
0
円
以
内

(
消
費
税
込
み
)

 

中
２
泊
３
日
(
上
限
)

5
7
,
7
2
0
円
以
内

(
消
費
税
込
み
)

 

高
４
泊
５
日
(
上
限
)

6
0
,
0
0
0
円
以
内

(
消
費
税
は
別
)

 

小
普

中
普

３
泊
４
日
以
内

規
定
な
し

規
定
な
し

規
定
な
し

規
定
な
し

普 定 小
小
学
校
に
準
拠

中
中
学
校
に
準
拠

高
高
校
に
準
拠

小
普

中
普 普

 

定 小
１
泊
２
日
以
内

〃
〃

全
員
参
加
を
原
則
と
す

る
〃

中
２
泊
３
日
以
内

〃
〃

〃
〃

高
４
泊
５
日
以
内

〃
〃

〃
〃

大
多
数
の
生
徒
が
参
加

す
る
も
の
と
す
る

規
定
な
し

1
学
級
に
つ
き
2
名
を
基
準
と
す
る
。
た
だ
し
、
1
学
級
の
場

合
は
4
名
、
2
学
級
の
場
合
は
5
名
と
す
る
。

特 別 支 援 学 校

養
護
学
校
の
場
合
、
小
学
部
、
中
学
部
お
よ
び
高
等
部
は
、
2
名
に
つ
き
1
名
を
原
則
と
す
る
(
重
度
・
重
複
障
が
い

の
児
童
・
生
徒
を
含
む
場
合
に
は
、
当
該
児
童
・
生
徒
1
名
に
つ
き
1
名
)
。
盲
・
聾
学
校
の
場
合
、
小
学
部
は
6
名

ま
で
は
2
名
、
6
名
を
超
え
る
場
合
は
、
そ
の
超
え
る
人
員
を
3
で
除
し
た
数
を
加
え
る
。
中
学
部
は
8
名
ま
で
は
2

名
、
8
名
を
超
え
る
場
合
は
、
そ
の
超
え
る
人
員
を
4
で
除
し
た
数
を
加
え
る
。
高
等
部
は
1
0
名
ま
で
は
2
名
と
す

る
。
1
0
名
を
超
え
る
場
合
は
、
そ
の
超
え
る
人
員
を
5
で
除
し
た
数
を
加
え
る
。
い
ず
れ
も
1
未
満
の
端
数
を
生
じ

た
場
合
は
切
り
上
げ
る
。
た
だ
し
、
小
学
部
、
中
学
部
及
び
高
等
部
に
お
い
て
、
重
度
・
重
複
障
が
い
の
児
童
・

生
徒
を
含
む
場
合
に
は
、
当
該
児
童
・
生
徒
1
名
に
つ
き
1
名
と
す
る
。

 

４
泊
５
日
以
内

7
4
,
0
0
0
円
を
上
限
と
す
る

〃

鳥 取 県

　
　
　
　
各
市
町
村
教
育
委
員
会
で
定
め
る
基
準

高
４
泊
５
日
以
内

保
護
者
の
負
担
過
重
と
な

ら
な
い
よ
う
必
要
最
小
限

度
と
す
る

最
終
学
年
又
は
そ
の
前

学
年

〃
〃

〃
〃

特 別 支 援

学 校
各
校
の
児
童
生
徒
の
実
態
を
十
分
考
慮
し
て
定
め
る

〃

小
学

校
・

中
学

校
・

高
校

に
準

拠
。

各
校

の
児

童
生

徒
の

実
態

を
十

分
考

慮
し

て
定

め
る

〃

和 歌 山 県

　
　
　
　
設
置
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
よ
る
。

特
に
規
定
な
し

県
立

中
特
に
規
定
な
し

高
〃

〃
〃

奈 良 県

　
　
　
各
市
町
村
教
育
委
員
会
に
お
い
て
指
導

高
４
泊
５
日
(
上
限
)

6
0
,
0
0
0
円
以
内

(
消
費
税
は
別
)

規
定
な
し

原
則
、
全
員
参
加

規
定
な
し

規
定
な
し

特 別 支 援 学 校

規
定
な
し

海
外
も
認
め
る

全
日
制
（
参
加
生
徒
2
5
名
に
つ
き
1
名
）

定
時
制
・
通
信
制
（
参
加
生
徒
2
0
名
に
つ
き
1
名
）

高
：
航
空
機
の
利
用
を
認
め
る
、
夜
行
バ
ス
の
利

用
は
避
け
る
。

特 別 支 援 学 校

規
定
な
し

小
・
中
・
高
：

原
則
と
し
て
全
員
参
加

海
外
へ
の
申
請
は
高
等

部
に
限
る

原
則

と
し

て
、

視
覚

特
別

支
援

学
校

に
あ

っ
て

は
、

両
目

の
視

力
の

和
が

0
.
0
1
以

下
の

児
童

生
徒

2
名

に
つ

き
1
名

、
そ

の
他

の
児

童
生

徒
4
名

に
つ

き
1
名

と
す

る
。

聴
覚

特
別

支
援

学
校

に
あ

っ
て

は
、

児
童

生
徒

4
名

に
つ

き
1
名

と
し

、
そ

の
他

特
別

支
援

学
校

に
あ

っ
て

は
児

童
生

徒
3
名

に
つ

き
1
名

と
す

る
。

所
要
期
間
は
、
児
童
生
徒
の
実
態
に
十
分
配
慮

し
、
所
要
経
費
に
つ
い
て
は
保
護
者
の
過
重
な
負

担
に
な
ら
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

夜
行
バ
ス
の
利
用
は
避
け
る
。

兵 庫 県 （ 市 町 立 中 学 校 、 市 立 高 等 学 校 、 公 立

特 別 支 援 学 校 分 ）

　
　
　
　
各
市
町
組
合
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
よ
る

中
等
教
育
学
校

後
期
課
程

高
6
泊
7
日
以
内

☆
海
外
も
同
じ

8
0
,
0
0
0
円
程
度

海
外
は
3
割
増
程
度

規
定
な
し

規
定
な
し

規
定
な
し

規
定
な
し

・
費
用
は
、
保
護
者
の
過
重
負
担
を
避
け
る
。

・
修
学
旅
行
費
用
に
つ
い
て
は
、
最
新
の
通
知
文

 
 
に
留
意
す
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
。

特 別 支 援

学 校
規
定
な
し

最
終
学
年

〃
〃

〃

大 阪 府

　
　
　
府
教
育
委
員
会
・
市
町
村
教
育
委
員
会
ご
と
に
定
め
る

高
４
泊
５
日
以
内

規
定
な
し

原
則
と
し
て
、
全
員
参

加
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日
数
(
時
間
)

旅
行
費
用

実
施
学
年

実
施
許
可
基
準

旅
行
方
面

備
　
　
　
　
考

  
※※

海海
外外

修修
学学

旅旅
行行

実実
施施

基基
準準

はは
別別

掲掲
。。

校
種

引
率
教
職
員

小
普

中
普 普 定 小

１
泊
２
日

中
３
泊
４
日
以
内

高
５
泊
６
日
以
内

小
普

中
普 普 定 小

１
泊
２
日
以
内

中
２
泊
３
日
以
内

高
４
泊
５
日
以
内

※
海
外
は
５
泊
６
日
以
内

卒
業
学
年
又
は
そ
の
前

学
年

小
普

中
普

３
泊
４
日
以
内

普 定 小
１
泊
２
日
以
内

中
３
泊
４
日
以
内

高
４
泊
５
日
以
内

小
普

中
普

２
泊
３
日
以
内

4
0
,
0
0
0
円
程
度

定
め
は
な
い
が
実
態
と

し
て
３
年

全
員
参
加
が
望
ま
し
い

関
西
以
西

定
実
態
と
し
て
３
、
４
年

小
１
泊
２
日
以
内

1
8
,
0
0
0
円
程
度

実
態
と
し
て
６
年

全
員
参
加
が
望
ま
し
い

隣
接
県
程
度

 

中
２
泊
３
日
以
内

4
0
,
0
0
0
円
程
度

実
態
と
し
て
３
年

全
員
参
加
が
望
ま
し
い

関
西
以
西

 

高
５
泊
６
日
以
内

目
的
に
必
要
と
さ
れ
る
適

正
な
額

実
態
と
し
て
２
、
３
年

8
0
％
以
上

特
に
定
め
な
い

 

小
普

中
普

３
泊
４
日
を
標
準

経
費
の
節
減
に
努
力
す
る

こ
と

規
定
な
し

普 定
事
情
に
応
じ
て
考
慮

小
１
泊
２
日
を
標
準

中
３
泊
４
日
を
標
準

高
４
泊
５
日
を
標
準

規
定
な
し

各 特 別 支 援

学 校

経
費
の
節
減
に
努
力
す
る

こ
と

規
定
な
し

事
情
に
応
じ
て
考
慮

児
童
・
生
徒
の
障
害
の
状
態
に
あ
っ
た
必
要
な
教
員
数
＋
引

率
責
任
者

徳 島 県

　
　
　
　
市
町
村
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
よ
る

県
立

中
原
則
、
全
員
参
加
。
少

な
く
と
も
8
割
を
超
え
る

安
全
が
確
保
で
き
、
修

学
旅
行
の
目
的
が
十
分

達
成
で
き
る
と
と
も

に
、
経
費
的
に
無
理
の

な
い
地
域

1
学
級
に
つ
き
2
名
を
標
準
と
す
る
＋
引
率
責
任
者

実
施
３
０
日
前
ま
で
に
、
教
育
委
員
会
に
届
け
出

る
。

高
４
泊
５
日
を
標
準

経
費
の
節
減
に
努
力
す
る

こ
と

定
め
は
な
い
が
、
実
態

と
し
て
２
年

8
0
％
以
上

特
に
定
め
な
い

3
0
人
ま
で
は
2
名
、
3
0
人
を
超
え
る
と
き
は
（
生
徒
数
-
3
0
)

÷
3
0
＋
2
に
よ
り
算
出
し
た
人
数
（
1
人
未
満
の
端
数
を
生
じ

た
と
き
は
1
人
に
切
り
上
げ
る
）
。
た
だ
し
、
特
殊
事
情
は

考
慮
す
る

特 別 支 援

学 校
児
童
生
徒
の
心
身
の
発
達
段
階
、
男
女
の
別
、
養
護
等
の
立

場
を
考
慮
し
、
適
切
な
人
数
と
す
る
こ
と

別
途
考
慮

山 口 県

　
　
　
　
市
町
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準

県
立

中
学

校
及

び
中

等
教

育
学

校
前

期
課

程
高
等
学
校
に
同
じ

高 等 学 校 及 び 中

等 教 育 学 校 後 期

課 程

普
５
泊
６
日
以
内

目
的
に
必
要
と
さ
れ
る
適

正
な
額

４
泊
５
日
以
内

特 別 支 援

学 校
〃

〃
別
途
考
慮

〃

広 島 県

　
　
　
　
市
町
教
育
委
員
会
の
実
施
基
準
に
よ
る

県
立
中

保
護
者
負
担
を
配
慮
し
た

適
切
な
額
と
す
る
。

最
終
学
年
又
は
そ
の
前

年
ま
で
と
す
る
。

全
員

参
加

を
原

則
と

し
、

参
加

率
は

少
な

く
と

も
9
0
％

程
度

以
上

と
す

る
。

(
定

時
制

、
通

信
制

は
別

途
考

慮
)

規
定
な
し

学
級
数
×
2
名
＋
引
率
責
任
者
1
名
を
加
え
た
数
以
内
と
す

る
。
（
救
急
看
護
、
保
健
衛
生
の
担
当
者
を
含
む
）

高

3
0
人
ま
で
3
名
、
1
～
2
5
人
増
す
ご

と
に
１
名
増
と
す
る

新
た
に
航
空
機
を
利
用
す
る
場
合
､
海
外
で
実
施
す
る
場
合
､
目
的
地
を
変
更

す
る
場
合
は
､
県
教
委
と
事
前
に
協
議
す
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
。

特 別 支 援

学 校
〃

原
則
と
し
て
卒
業
学
年

〃
児
童
・
生
徒
の
実
態
に
応
じ
る

岡 山 県

　
　
　
　
市
町
村
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準

　
　
　
　
（
県
立
中
学
校
は
県
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
）

１
箇
学
年
１
学
級
の
時
3
0
人
に
つ
き
3
名
、
3
0
人
を
超
え
れ

ば
4
名
、
１
箇
学
年
2
学
級
以
上
の
時
2
学
級
5
～
6
名
、
3
学
級

7
名
、
4
学
級
9
名
、
以
下
1
学
級
増
す
ご
と
に
1
名
増

高
４
泊
５
日
以
内

※
海
外
は
５
泊
６
日
以
内

保
護
者
の
負
担
過
重
に
な

ら
な
い
よ
う
に
す
る

２
年
又
は
３
年

８
０
％
以
上
の
参
加

２
、
３
年
が
望
ま
し
い

原
則
全
員
参
加

規
定
な
し

3
0
人
に
つ
き
2
名
、
3
0
人
増
す
ご
と
に
1
名
増
を
原
則
と
す
る

特 別 支 援

学 校
〃

 
〃

〃
緊
急
事
態
を
想
定
し
て
対
応
で
き
る
体
制
で
あ
る
こ
と
を
考

慮
し
、
各
校
で
適
切
に
定
め
る
。

島 根 県

　
　
　
　
市
町
村
教
育
委
員
会
で
定
め
る
基
準

高
５
泊
６
日
以
内

保
護
者
の
経
済
的
負
担
を

考
慮
す
る
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日
数
(
時
間
)

旅
行
費
用

実
施
学
年

実
施
許
可
基
準

旅
行
方
面

備
　
　
　
　
考

  
※※

海海
外外

修修
学学

旅旅
行行

実実
施施

基基
準準

はは
別別

掲掲
。。

校
種

引
率
教
職
員

※
香

川
県

は
、

2
0
1
9
（

令
和

元
）

年
度

分
の

デ
ー

タ
を

掲
載

。

小
普

中
普

３
泊
４
日
以
内

高
等
学
校
に
同
じ

高
等
学
校
に
同
じ

高
等
学
校
に
同
じ

高
等
学
校
に
同
じ

全
２
年
又
は
３
年

 

定
４
年
又
は
３
年

小
１
泊
２
日
以
内

６
年
又
は
５
年

近
畿

･
中

国
又

は
四

国
地

方

中
３
泊
４
日
以
内

近
畿

･
中

国
又

は
九

州
地

方

高
４
泊
５
日
以
内

規
定

な
し

小
普

中
普

４
泊
５
日
以
内
※

保
護
者
の
経
済
的
負
担
に

配
慮
し
た
適
切
な
金
額

在
学
中
１
回

規
定
な
し

規
定
な
し

全 定 小
１
泊
２
日
以
内
※

2
1
,
5
8
0
円
以
内

中
４
泊
５
日
以
内
※

5
7
,
7
2
0
円
以
内

高
５
泊
６
日
以
内
※

原
則
1
0
7
,
8
1
0
円
以
内

小
普

中
普

４
泊
５
日
以
内

1
0
分
の
9
以
上

普
 

定 小
２
泊
３
日
以
内

 
中

４
泊
５
日
以
内

 
高

５
泊
６
日
以
内

 
小

普
中

普

規
定
な
し

※
2

規
定
な
し

8
0
％
以
上

規
定
な
し

普 定 小 中 高

香 川 県

高
５
泊
６
日
以
内

学
級
数
×
1
.
5
を
下
限
、
た
だ
し
総
数
は
3
名
以
上

※
7

特 別 支 援 学 校

高 等 学 校 及 び 中 等 教 育

学 校 後 期 課 程

※
1

※
2

※
3

規
定
な
し

8
0
％
以
上

※
6

規
定
な
し

県
立

中

保
護
者
の
負
担
過
重
と
な

ら
な
い
必
要
最
小
限
度
の

額

2
/
3
以
上

校
長
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
責
任
者
を
含
み
、
参
加
生
徒
数
÷

3
0
＋
1
。
な
お
、
生
徒
数
1
0
0
人
に
つ
き
1
人
の
数
を
加
え
る

こ
と
が
で
き
る

特 別 支

援 学 校
2
/
3
以
上

［
視
覚
障
が
い
・
聴
覚
障
が
い
］
参
加
数
÷
5
+
1

［
知
的
障
が
い
・
肢
体
不
自
由
・
病
弱
］
参
加
数
÷
3
+
1

規
定
な
し

規
定
な
し

5
人
程
度
に
つ
き
1
名
以
上
、
総
数
2
名
以
上
で
校
長
が
決
定

す
る
。
女
子
児
童
生
徒
参
加
の
場
合
は
、
適
当
数
の
女
子
教

職
員
を
含
む
。

高 等 学 校 及 び

中 等 教 育 学 校

後 期 課 程

規
定
な
し

福 岡 県

　
　
　
　
市
町
村
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
よ
る

県
立

中
学

校
及

び
中

等
教

育
学

校
前

期
課

程
学
級
数
×
1
.
5
を
下
限
、
た
だ
し
総
数
は
3
名
以
上

※
1
　

県
立

高
等

学
校

、
久

留
米

市
外

三
市

町
高

等
　

　
　

学
校

組
合

、
古

賀
高

等
学

校
組

合
は

規
定

な
　

　
　

し
。

久
留

米
市

教
育

委
員

会
は

5
泊

6
日

以
内

　
　

　
と

す
る

※
2
　

県
立

学
校

に
お

け
る

経
費

基
準

　
　

　
保

護
者

の
経

済
的

負
担

及
び

修
学

旅
行

の
　

　
　

教
育

効
果

を
十

分
考

慮
し

て
、

校
長

が
決

め
　

　
　

る
必

要
最

小
限

の
額

と
す

る
※

3
　

市
町

組
合

立
高

等
学

校
に

お
け

る
経

費
基

準
　

　
・

久
留

米
市

教
育

委
員

会
は

国
内

：
8
1
,
0
0
0
円

　
　

　
以

内
と

す
る

　
　

・
久

留
米

市
外

三
市

町
高

等
学

校
組

合
は

　
　

　
国

内
：

特
に

基
準

は
な

い
が

県
の

規
定

を
　

　
　

準
用

す
る

　
　

・
古

賀
高

等
学

校
組

合
は

国
内

：
「

保
護

者
の

　
　

　
経

済
的

負
担

及
び

修
学

旅
行

の
教

育
効

果
を

　
　

　
十

分
考

慮
し

て
、

校
長

が
定

め
る

必
要

最
小

　
　

　
の

額
」

と
す

る
※

6
　

久
留

米
市

外
三

市
町

高
等

学
校

組
合

は
規

定
　

　
　

な
し

※
7
　

久
留

米
市

外
三

市
町

高
等

学
校

組
合

は
規

定
　

　
　

な
し

高 知 県

　
　
　
　
市
町
村
教
育
委
員
会
の
管
理
運
営
規
則
に
よ
る

特 別 支 援

学 校
〃

原
則
と
し
て
全
員
参
加

参
加
生
徒
数
÷
4
0
×
1
.
5
人

<
肢
体
不
自
由
、
視
覚
障
害
>
 
2
人
に
1
名
+
養
護
教
諭

<
知
的
障
が
い
､
病
弱
､
聴
覚
障
害
>
 
4
人
に
1
名
+
養
護
教
諭

(
重
複
は
2
人
に
つ
き
1
名
)

３
年
又
は
２
年

3
0
人
程
度
に
つ
き
1
名
以
上
、
総
数
2
名
以
上
で
校
長
が
決
定

す
る
。
女
子
生
徒
参
加
の
場
合
は
、
適
当
数
の
女
子
教
職
員

を
含
む
。

特 別 支 援

学 校
在
学
中

各
学
部
１
回

〃

愛 媛 県

　
　
　
　
市
町
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準

中
等
教
育
学
校

前
期
課
程

3
0
人
程
度
に
つ
き
1
名
以
上
、
総
数
2
名
以
上
で
校
長
が
決
定

す
る
。
女
子
生
徒
参
加
の
場
合
は
、
適
当
数
の
女
子
教
職
員

を
含
む
。

(
註
)
※
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
教

育
長
と
協
議
の
上
、
日
数
の
限
度
を
超
え
て
実
施

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
泊
６
日
以
内
※

保
護
者
の
経
済
的
負
担
に

配
慮
し
た
適
切
な
金
額

在
学
中
１
回

規
定
な
し

〃

　
　
　
　
市
町
村
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準

県
立

中
学

校
及

び
中

等
教

育
学

校
前

期
課

程
（
学
級
数
×
1
.
5
名
）
+
養
護
教
諭

高 等 学 校 及 び

中 等 教 育 学 校

後 期 課 程

４
泊
５
日
以
内

保
護
者
の
経
済
的
負
担
軽

減
に
努
め
る

―
規
定
な
し

3
0
人
に
つ
き
1
名
＋
引
率
責
任
者
、
養
護
教
諭
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日
数
(
時
間
)

旅
行
費
用

実
施
学
年

実
施
許
可
基
準

旅
行
方
面

備
　
　
　
　
考

  
※※

海海
外外

修修
学学

旅旅
行行

実実
施施

基基
準準

はは
別別

掲掲
。。

校
種

引
率
教
職
員

小
普

中
普 普 定 小 中 高

小
普

中
普 普

 
定 小

１
泊
２
日
以
内

中
２
泊
３
日
以
内

高
５
泊
６
日
以
内

小
普

中
普

県
立

中
学

普
３
泊
４
日
以
内

6
3
,
0
0
0
円
を
上
限
と
す
る

規
定
な
し

2
/
3
以
上
の
参
加

規
定
な
し

普 定 小
１
泊
２
日
以
内

県
内

又
は

沖
縄

を
除

く
九

州

中
２
泊
３
日
以
内

九
州

、
山

口
県

、
広

島
県

高
５
泊
６
日
以
内

8
5
,
0
0
0
円
上
限

規
定
な
し

小
普

中
普 定

４
年

又
は

３
年

小
１
泊
２
日
以
内

６
年
又
は
５
年

原
則
8
0
％

近
県

 

中
３
泊
４
日
以
内
（
関
西
方

面
の
場
合
は
４
泊
５
日
を

認
め
る
）

３
年
又
は
２
年

〃
関
西
以
西

 

高
４
泊
５
日
以
内

３
年
又
は
２
年

原
則
7
0
％

制
限
な
し

 

小
普

２
泊
３
日
以
内

規
定
な
し

中
普

３
泊
４
日
以
内

規
定
な
し

３
泊
４
日
以
内

保
護
者
の
負
担
過
重
に
な

ら
な
い
範
囲

在
学
中
１
回
(
前
期
課
程

１
回
限
り
)

原
則
と
し
て
、
在
籍
数

の
9
5
％
以
上

規
定
な
し

普 定 小
２
泊
３
日
以
内

中
３
泊
４
日
以
内

高
４
泊
５
日
以
内

〃

在
学
中
１
回
(
後
期
課
程

１
回
限
り
)

原
則
と
し
て
、
在
籍
数

の
8
0
％
以
上

規
定
な
し

引
率
責
任
者
を
除
き
、
生
徒
3
0
人
に
つ
き
1
人

特 別 支 援

学 校
〃

在
学
中
１
回

原
則

と
し

て
、

全
員

参
加

児
童
生
徒
の
実
態
に
応
じ
て
、
そ
の
都
度
協
議
す
る

そ
れ
ぞ
れ
学
校
の
特
殊
性
を
考
慮
し
て
、
さ
ら
に
必
要
数
の

教
員
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る

宮 崎 県

保
護
者
の
負
担
過
重
に
な

ら
な
い
範
囲

在
学
中
１
回

原
則
、
全
員
参
加

中
等

教
育

学
校

前
期

課
程

引
率
責
任
者
を
除
き
、
生
徒
3
0
人
に
つ
き
1
人

高 等 学 校 及 び

中 等 教 育 学 校

後 期 課 程

６
泊
７
日
以
内

保
護
者
の
負
担
過
重
に
な

ら
な
い
範
囲

高

普

４
泊
５
日
以
内

原
則
7
0
％

制
限

な
し

特 別 支 援 学 校

〃

大 分 県

　
　
　
　
市
町
村
教
育
委
員
会
ご
と
に
規
定
す
る

中
学

(
県

立
)

普
３
泊
４
日
以
内
(
関
西
以

東
及
び
海
外
は
４
泊
５
日

を
認
め
る
)

経
費

に
つ

い
て

は
、

学
校

と
保

護
者

の
間

で
十

分
協

議
す

る
と

と
も

に
、

保
護

者
の

経
済

的
負

担
及

び
修

学
旅

行
の

教
育

的
効

果
等

を
十

分
勘

案
し

、
必

要
最

低
限

度
の

額
と

す
る

。
な

お
、

保
護

者
の

経
済

的
負

担
を

考
慮

し
、

毎
月

の
修

学
旅

行
積

立
額

が
1
万

円
を

超
え

な
い

よ
う

修
学

旅
行

経
費

を
設

定
す

る
。

３
年

又
は

２
年

原
則
8
0
%

制
限

な
し

・
引
率
責
任
者
は
原
則
と
し
て
校
長
又
は
副
校
長
と
し
、

　
や
む
を
得
な
い
場
合
は
校
長
等
に
代
わ
る
べ
き
教
員
が

　
当
た
る

・
引
率
教
員
数
は
参
加
生
徒
に
応
じ
て
定
め
る

〃
1
学
級
：
3
人
　
2
学
級
：
3
～
4
人
　
3
～
4
学
級
：
学
級
数
＋
1

～
学
級
数
＋
2
人
　
5
学
級
以
上
：
学
級
数
＋
2
人

特 別 支 援

学 校
〃

〃
1
学
級
：
2
～
3
人

2
～
1
0
学
級
：
学
級
数
＋
2
～
学
級
数
＋
3

原
則

と
し

て
、

特
別

支
援

教
育

就
学

奨
励

費
負

担
金

の
支

給
額

を
上

限

・
車
・
船
中
泊
に
つ
い
て
は
、
小
・
中
・
高
と
も

事
情
に
よ
り
認
め
る
が
、
バ
ス
泊
に
つ
い
て
は
認

め
な
い
。

熊 本 県

　
　
　
　
各
市
町
村
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
よ
る

1
学
級
（
学
級
数
＋
1
）
～
（
学
級
数
＋
2
）

2
学
級
以
上
（
学
級
数
＋
2
）
～
（
学
級
数
＋
3
）

３
０
日
前
ま
で
に
教
育
委
員
会
と
事
前
協
議
。
航

空
機
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
本
人
及
び
保
護
者
の

同
意
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
欠
航
・
空
港
着
陸

地
変
更
の
事
態
に
対
応
で
き
る
方
策
が
講
じ
ら
れ

て
い
る
場
合
に
つ
き
認
め
る
。

高
５
泊
６
日
以
内

8
5
,
0
0
0
円
を
上
限
と
す
る

〃
〃

参
加
率
6
0
％
以
上
、

休
業
日
は
4
0
％
以
上

規
定
な
し

3
0
人
に
つ
き
1
名
、
最
低
2
名
を
下
回
ら
な
い
。
団
長
は
教
頭

特 別 支 援

学 校

特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励

費
負
担
金
の
限
度
額
以
内

と
す
る
。

〃
参
加
率
6
0
％
以
上

小
・
中
学
部
の
海
外
旅

行
は
認
め
な
い

実
態
に
よ
り
別
途
考
慮
す
る

特 別 支

援 学 校
　
　
　
　
高
等
学
校
に
準
ず
る

長 崎 県

　
　
　
　
市
町
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
よ
る

県
立

中
原
則
と
し
て
県
立
高
校
と
同
様
の
基
準
。
た
だ
し
、
旅
行
費
用
は
7
5
,
0
0
0
円
程
度
を
上
限
と
す
る
。

高
５
泊
６
日
以
内

9
4
,
0
0
0
円
程
度
を
上
限
と

す
る

規
定
な
し

佐 賀 県

　
　
　
　
市
町
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
よ
る

県
立

中

５
泊
６
日
以
内

規
定
な
し
(
保
護
者
の
負
担

軽
減
に
努
め
る
)

在
学
中
1
回

｢
佐

賀
県

立
学

校
の

修
学

旅
行

に
関

す
る

実
施

基
準

｣
に

よ
る

規
定
な
し

3
0
人

に
つ

き
1
名

＋
保

健
担

当
者

の
数

(
切

上
)
を

引
率

者
数

(
3
0

人
未

満
は

2
名

以
上

)
と

す
る

。
団

長
は

校
長

・
副

校
長

又
は

教
頭

(
引

率
者

数
に

含
む

)
高

引
率
責
任
者
を
除
き
、
生
徒
3
0
人
に
つ
き
1
人

児
童

生
徒

の
障

が
い

の
状

態
や

発
達

段
階

、
現

在
の

健
康

状
態

等
を

十
分

考
慮

す
る

と
と

も
に

、
教

育
的

に
意

義
の

あ
る

目
的

地
を

選
択

・
航
空
機
利
用
は
、
十
分
な
合
理
性
が
認
め

　
ら
れ
る
場
合

・
申
請
書
等
は
、
実
施
9
0
日
前
ま
で
に
提
出

（
小
）
障
が
い
児
学
級
は
普
通
学
級
に
準
ず
る

（
高
）
定
時
制
は
全
日
制
に
準
ず
る
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日
数
(
時
間
)

旅
行
費
用

実
施
学
年

実
施
許
可
基
準

旅
行
方
面

備
　
　
　
　
考

  
※※

海海
外外

修修
学学

旅旅
行行

実実
施施

基基
準準

はは
別別

掲掲
。。

校
種

引
率
教
職
員

小
普

１
泊
２
日
以
内

・
特

別
支

援
学

級
は

通
常

学
級

に
同

じ
。

中
普

３
泊
４
日
以
内

・
航

空
機

利
用

・
船

中
泊

は
離

島
の

学
校

。

普 定 小
１
泊
２
日
以
内

小
学
校
に
準
拠

中
３
泊
４
日
以
内

中
学
校
に
準
拠

高
５
泊
６
日
以
内

高
等
学
校
に
準
拠

6
5
％
以
上

小
普

１
泊
２
日
以
内

６
年
又
は
５
年

規
定
な
し

障
害
児
学
級
は
普
通
学
級
に
同
じ
。

中
普

３
泊
４
日
以
内

３
年
又
は
２
年

規
定
な
し

往
復
航
空
機
利
用
を
認
め
る
。

普
３
年
又
は
２
年

定
４
年
又
は
３
年

小
１
泊
２
日
以
内

６
年

県
内

中
３
泊
４
日
以
内

九
州
圏
域
※

高
４
泊
５
日
以
内

広
域
関
東
圏
域
ま
で

往
復
航
空
機
利
用
を
認
め
る
。

特 別 支 援

学 校
〃

過
半
数
以
上

3
人

に
つ

き
1
名

＋
責

任
者

＋
養

護
教

諭
（

重
複

学
級

車
椅

子
利

用
の

児
童

生
徒

一
人

に
つ

き
１

名
）

※
肢
体
不
自
由
教
育
校
（
肢
体
不
自
由
教
育
部
門

を
有
す
る
学
校
を
含
む
）
に
お
い
て
は
、
特
に
必

要
な
場
合
に
は
関
西
圏
域
ま
で
の
実
施
が
で
き

る
。

３
年
又
は
２
年

5
人

に
つ

き
1
名

＋
責

任
者

＋
養

護
教

諭
（

重
複

学
級

車
椅

子
利

用
の

児
童

生
徒

一
人

に
つ

き
１

名
）

沖 縄 県

規
定
な
し

保
護
者
負
担
の
軽
減

9
0
％
以
上

2
5
人

に
つ

き
1
名

＋
責

任
者

＋
養

護
教

諭
（

配
慮

の
必

要
な

児
童

生
徒

に
対

し
て

5
名

に
つ

き
1
名

増
員

で
き

る
）

高
６
泊
７
日
以
内

規
定
な
し

保
護
者
負
担
の
軽
減

7
0
％
以
上

(
希
望
者
制
)

規
定

な
し

3
0
人
に
つ
き
1
名

6
5
％
以
上

〃
〃

高
校

教
育

課
に

申
請

し
、

実
施

日
の

2
0
日

前
ま

で
に

教
育

長
の

承
認

を
受

け
る

。

特 別 支

援 学 校
〃

9
0
％
以
上

〃
〃

義
務

教
育

課
に

申
請

し
、

実
施

日
の

2
0
日

前
ま

で
に

教
育

長
の

承
認

を
受

け
る

。

鹿 児 島 県

所
管
教
育
委
員
会
と
協
議

規
定
な
し

9
0
％
以
上

規
定
な
し

規
定
な
し

高
５
泊
６
日
以
内

9
0
,
0
0
0
円
程
度

規
定
な
し
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政
令
指
定
都
市
≫

 
日

数
(
時

間
)

旅
行

費
用

実
施

学
年

実
施

許
可

基
準

旅
行

方
面

備
　

　
　

　
考

小
普

１
泊

２
日

以
内

2
1
,
6
0
0
円

以
内

※
令

和
5
年

度
に

限
り

、
計

画
の

工
夫

・
見

直
し

を
図

っ
た

上
で

、
や

む
な

く
変

更
が

難
し

い
場

合
は

、
暫

定
額

2
2
,
0
0
0
円

の
範

囲
内

で
、

超
過

を
認

め
る

。

規
定

な
し

車
船

中
泊

は
避

け
る

こ
と

、
利

用
交

通
機

関
は

鉄
道

、
バ

ス
及

び
フ

ェ
リ

ー

全 定 小
小

学
校

に
準

ず
る

中
中

学
校

に
準

ず
る

高
高

等
学

校
に

準
ず

る

小
普

最
高

学
年

又
は

前
学

年
会

津
若

松
・

盛
岡

方
面

が
多

い

中
普

〃
関
東
（
東
京
、
千
葉
）

が
多
い
。

普 定 小 中 高

小
普

１
泊

２
日

以
内

中
普

２
泊

３
日

以
内

高 ・ 中 等

普
４

泊
５

日
以

内
(
1
2
0
時

間
以

内
)

目
的
の
達
成
と
保
護
者
の
経

済
的
負
担
と
を
十
分
に
考
慮

し
た
低
廉
で
適
正
な
額
と
す

る

在
学

中
1
回

に
限

り
、

中
・

高
学

年
に

お
い

て
実

施 す
る

７
０

％
を

下
ら

な
い

日
本

国
内

小
小

学
校

の
実

施
基

準
に

準
ず

る

中
中

学
校

の
実

施
基

準
に

準
ず

る

高
高

等
学

校
の

実
施

基
準

に
準

ず
る

日
本

国
内

最
終

学
年

特
に

必
要

と
認

め
る

場
合

は
、

実
時

間
7
2
時

間
を

超
え

な
い

範
囲

で
車

中
泊

1
泊

を
加

え
る

こ
と

が
で

き
る

北
海

道
東

北
地

方
及

び
関

東
地

方

最
終

学
年

ま
た

は
そ

の
前

年
度

車
船

中
泊

は
避

け
る

こ
と

、
利

用
交

通
機

関
は

鉄
道

、
航

空
機

、
バ

ス
及

び
フ

ェ
リ

ー
※

令
和

5
年

度
に

限
り

、
計

画
の

工
夫

・
見

直
し

を
図

っ
た

上
で

、
や

む
な

く
変

更
が

難
し

い
場

合
は

、
航

空
機

利
用

に
つ

い
て

暫
定

額
7
1
,
5
0
0

円
の

範
囲

内
で

、
超

過
を

認
め

る
。

車
船

中
泊

は
２

泊
以

内
と

す
る

こ
と

、
利

用
交

通
機

関
は

鉄
道

、
航

空
機

、
バ

ス
及

び
フ

ェ
リ

ー

原
則

と
し

て
全

員
参

加

4
0
人

以
下

2
人

以
上

。
4
0
人

を
超

え
る

と
き

は
、

超
え

る
数

の
2
0
人

ま
で

ご
と

に
1
人

を
加

算
。

救
急

看
護

の
心

得
が

有
る

者
を

含
め

る
。

原
則

と
し

て
全

員
参

加

関
西

が
多

い

3
泊

4
日

6
8
,
0
0
0
円

以
内

2
泊

3
日

6
0
,
5
0
0
円

以
内

航
空

機
利

用
の

場
合

は
6
9
,
0
0
0
円

以
内

※
令

和
5
年

度
に

限
り

、
計

画
の

工
夫

・
見

直
し

を
図

っ
た

上
で

、
や

む
な

く
変

更
が

難
し

い
場

合
は

、
暫

定
額

の
範

囲
内

で
、

超
過

を
認

め
る

。
暫

定
額

2
泊

3
日

6
1
,
5
0
0
円

以
内

3
泊

4
日

6
9
,
5
0
0
円

以
内

航
空

機
利

用
7
1
,
5
0
0
円

以
内 旅

行
日

数
等

に
応

じ
必

要
最

小
限

に
と

ど
め

る

〃

引
率
教
員
の
数
は
、
1
5
～
3
0
人
に
対

し
教
員
１
人
を
基
準
と
す
る
。
た
だ

し
、
引
率
責
任
者
、
及
び
保
健
責
任

者
は
別
枠
と
す
る

校
長

が
適

切
と

判
断

す
る

金
額

と
す

る
。

特
別

支
援

学
級

は
通

常
の

学
級

に
準

ず
る

。

航
空

機
利

用
の

条
件

 
 
(
1
)
航

空
機

の
利

用
に

つ
い

て
、

あ
ら

か
じ

め
参

加
生

徒
及

び
保

護
者

同
意

を
得

る
こ

と
 
 
(
2
)
航

空
機

利
用

に
伴

う
緊

急
事

態
に

対
応

で
き

る
方

策
を

あ
ら

か
じ

め
講

じ
て

お
く

こ
と

参
加
児
童
・
生
徒
1
5
～
3
0
人
に
対
し

教
員
１
人
を
基
準
と
す
る
。
た
だ

し
、
引
率
責
任
者
、
学
校
医
及
び
養

護
担
当
教
員
は
別
枠
と
す
る

学
年

人
数

の
８

５
％

を
下

ら
な

い

さ い た ま 市

指
定

無
し

目
的
の
達
成
と
保
護
者
の
経

済
的
負
担
を
考
慮
し
て
適
正

な
額
と
す
る

最
終

学
年

又
は

そ
の

前
学

年

特 別 支 援

学 校

人
数

規
定

は
な

い
が

、
引

率
旅

費
に

つ
い

て
は

、
札

幌
市

教
育

委
員

会
が

示
す

修
学

旅
行

引
率

旅
費

配
分

基
準

に
よ

る
札 幌 市

高

仙 台 市

特 別 支 援

学 校中

５
泊

６
日

以
内

航
空

機
利

用
は

４
泊

５
日

以
内

普

特 別 支 援

学 校高校
種

３
泊

４
日

以
内

航
空

機
利

用
は

２
泊

３
日

以
内

校
長

が
適

切
と

判
断

す
る

日
数

と
す

る
。

校
長

が
適

切
と

判
断

す
る

金
額

と
す

る
。

国
内
9
4
,
0
0
0
円
（
令
和
4
年
度

の
基
準
）

仙
台
市
立
高
等
学
校
に
お
け
る

経
費
に
つ
い
て
は
、
各
年
度
ご

と
に
基
準
を
定
め
る
。

引
率

教
職

員

校
長

が
適

切
と

判
断

す
る

日
数

と
す

る
。

  
※※

海海
外外

修修
学学

旅旅
行行

実実
施施

基基
準準

はは
別別

掲掲
。。
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日

数
(
時

間
)

旅
行

費
用

実
施

学
年

実
施

許
可

基
準

旅
行

方
面

備
　

　
　

　
考

校
種

引
率

教
職

員

  
※※

海海
外外

修修
学学

旅旅
行行

実実
施施

基基
準準

はは
別別

掲掲
。。

小
普

日
帰

り
１

～
６

年
原

則
、

全
員

参
加

中
普

日
帰

り
（

１
年

）
２

泊
３

日
（

３
年

）
１

年
・

３
年

〃

高
普

４
泊

５
日

以
内

規
定

な
し

8
0
％

以
上

保
険

の
加

入
。

小
日

帰
り

１
～

６
年

中
２

泊
３

日
３

年
高

２
泊

３
日

３
年

小
普

第
６

学
年

(
最

終
学

年
)

中
普

第
３

学
年

(
最

終
学

年
)

全
第

３
学

年
又

は
第

２
学

年

定
第

４
学

年
又

は
第

３
学

年

小
第

６
学

年
 

小
学

校
に

準
拠

 
中

第
３

学
年

 
中

学
校

に
準

拠
 

高
第

３
学

年
又

は
第

２
学

年
 

高
等

学
校

に
準

拠
 

小
普

１
泊

２
日

1
7
,
9
0
0
円

（
消

費
税

8
％

適
用

）
1
8
,
3
0
0
円

（
消

費
税

1
0
％

適
用

）
６

年
日

光
特

別
支

援
学

級
は

、
普

通
学

級
に

同
じ

中
普

２
泊

３
日

6
4
,
8
0
0
円

（
消

費
税

8
％

適
用

）
6
6
,
0
0
0
円

（
消

費
税

1
0
％

適
用

）
３

年
京

都
・

奈
良

・
広

島
・

滋
賀

普 定 小
１

泊
２

日
中

２
泊

３
日

高
４

泊
５

日
小

普
１

泊
２

日
規

定
な

し
６

年
規

定
な

し
日

光

中
普

２
泊

３
日

規
定

な
し

３
年

規
定

な
し

京
都
・
奈
良
・
大
阪
・

広
島
・
岩
手
・
宮
城

普 定 小 中 高
小

普
２

泊
３

日
５

，
６

年
中

普
２

泊
３

日
２

，
３

年
普

５
泊

６
日

定
５

泊
６

日
小

２
泊

３
日

中
２

泊
３

日
高

 

小
普

１
泊
２
日
～
３
泊
４
日
程
度

基
準

な
し

基
準

な
し

中
普

１
泊
２
日
～
３
泊
４
日
程
度

〃
〃

 

高
普

規
定

な
し

保
護

者
の

経
済

的
負

担
を

考
慮

し
費

用
の

節
減

を
図

る
こ

と
規

定
な

し
規

定
な

し

目
的
を
十
分
に
踏
ま

え
、
学
校
の
特
色
や
日

常
の
学
習
活
動
と
の
関

連
及
び
児
童
又
は
生
徒

の
安
全
面
を
十
分
考
慮

し
て
決
定
す
る

届
出

制

 
※

特
別

支
援

学
校

に
つ

い
て

は
、

各
校

種
ご

と
の

日
程

及
び

経
費

基
準

、
旅

行
方

面
・

引
率

・
そ

の
他

実
施

に
か

か
る

基
準

に
つ

い
て

、
児

童
生

徒
の

実
態

に
即

し
た

形
で

準
用

す
る

も
の

と
す

る
。

2
0
人

に
つ

き
1
人

3
0
人

に
つ

き
1
名

、
県

外
は

校
長

又
は

教
頭

特
別

支
援

学
級

は
通

常
の

学
級

に
準

ず
る

。
障

害
の

種
類

・
程

度
に

応
じ

て
特

別
配

慮
す

る
。

規
定

な
し

〃

高 高

相 模 原 市
特 別 支

援 学 校

新 潟 市
小

・
中

学
校

に
準

ず
る

静 岡 市

特 別 支 援

学 校

規
定

な
し

保
護

者
の

経
済

的
負

担
を

考
慮

し
費

用
の

節
減

を
図

る
こ

と

児
童
生
徒
の
健
康
面
の
負
担

等
を
十
分
配
慮
す
る
こ
と
、

ま
た
、
宿
泊
に
伴
う
経
費
に

つ
い
て
は
保
護
者
へ
の
経
済

負
担
を
十
分
考
慮
し
学
校
と

し
て
説
明
責
任
を
果
た
せ
る

範
囲
内
と
す
る
。

保
護

者
の

負
担

が
過

重
に

な
ら

な
い

範
囲

児
童

・
生

徒
の

実
態

に
応

じ
定

め
る

４
泊

５
日

1
1
2
,
4
0
0
円

（
消

費
税

8
％

適
用

）
1
1
4
,
5
0
0
円

（
消

費
税

1
0
％

適
用

）

特 別 支 援

学 校

校
長

又
は

教
頭

１
人

＋
学

級
数

×
1
.
5
人

。
養

護
教

諭
又

は
、

保
健

衛
生

の
心

得
の

あ
る

も
の

１
人

。

〃
〃

障
が

い
の

種
類

・
程

度
に

応
じ

て
特

別
配

慮
す

る
。

横 浜 市

近
畿

・
九

州
・

沖
縄

方
面

・
四

国
在

学
中

１
回

〃

保
護

者
の

過
重

負
担

と
な

ら
な

い
範

囲

高

規
定

な
し

(
児

童
生

徒
へ

の
健

康
面

の
負

担
配

慮
)

川 崎 市

原
則

と
し

て
全

員
参

加

高

千 葉 市
特 別 支

援 学 校

規
定

な
し

実
施
上
の
留
意
点
と
し
て
、
行
事
の
目
的
や

児
童
生
徒
の
発
達
段
階
な
ど
に
応
じ
て
、
目

的
地
の
選
定
が
行
わ
れ
て
い
る
か
、
実
施
の

時
期
に
つ
い
て
学
校
運
営
上
、
無
理
の
な
い

よ
う
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
か
、
日
程
上
で
、

距
離
や
時
間
、
又
は
、
見
学
場
所
に
無
理
が

な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
る
か
記
載
。

特 別 支 援

学 校

原
則

、
全

員
参

加

規
定

な
し

規
定

な
し

新
潟

県
の

実
施

基
準

に
準

ず
る

小
・

中
学

校
に

準
ず

る

在
学

中
1
回

実
態

に
応

じ
て

定
め

る

特
別

支
援

学
級

は
普

通
学

級
に

準
ず

る
。

・
宿

泊
を

要
す

る
修

学
旅

行
は

、
在

学
中

1
回

　
に

限
る

。

学
級

数
×

1
.
5
＋

1
名

生
徒

の
実

態
に

応
じ

定
め

る

原
則
と
し
て
、
責
任
者
（
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
教
員
）
、
養
護
教
諭
（
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
教
員
）
各

1
人
及
び
1
学
級
に
つ
き
教
員
2
人
と
す
る

目
的
を
十
分
に
踏
ま

え
、
学
校
の
特
色
や
日

常
の
学
習
活
動
と
の
関

連
及
び
児
童
又
は
生
徒

の
安
全
面
を
十
分
考
慮

し
て
決
定
す
る

小
・

中
学

校
に

準
ず

る

泊
を

伴
う

場
合

は
、

１
学

級
に

つ
き

２
名

以
内

と
し

、
こ

れ
に

養
護

教
諭

（
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
教

員
）

及
び

引
率

責
任

者
（

校
長

又
は

教
頭

）
を

加
え

る
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日

数
(
時

間
)

旅
行

費
用

実
施

学
年

実
施

許
可

基
準

旅
行

方
面

備
　

　
　

　
考

校
種

引
率

教
職

員

  
※※

海海
外外

修修
学学

旅旅
行行

実実
施施

基基
準準

はは
別別

掲掲
。。

小
普

中
普 普

規
定

な
し

同
上

規
定

な
し

規
定

な
し

規
定

な
し

同
上

定 小 中 高

小
普

１
泊

２
日

以
内

2
9
,
0
0
0
円

第
６

学
年

原
則

､
全

員
参

加
各

学
校

で
選

定

全
第

２
学

年

定
第

３
・

４
学

年

小
１

泊
２

日
以

内
2
9
,
0
0
0
円

小
学

校
に

準
ず

る
 

中
２

泊
３

日
以

内
5
8
,
7
0
0
円

中
学

校
に

準
ず

る
 

高
３

泊
４

日
以

内
8
0
,
0
0
0
円

高
校

に
準

ず
る

 

小
普

１
泊

２
日

 
…

 
2
2
,
6
9
0
円

以
内

６
年

原
則

と
し

て
全

員
参

加
規

定
な

し
育

成
学

級
は

、
普

通
学

級
に

準
ず

る

２
泊

３
日

 
…

 
5
7
,
9
1
0
円

以
内

２
泊

３
日

 
…

 
5
7
,
9
1
0
円

以
内

航
空

機
利

用
の

場
合

…
 
7
7
,
0
0
0
円

以
内

３
泊

４
日

 
…

 
7
3
,
6
0
0
円

以
内

航
空

機
利

用
の

場
合

…
 
9
4
,
4
0
0
円

以
内

４
泊

５
日

 
…

 
9
1
,
0
0
0
円

以
内

航
空

機
利

用
の

場
合

…
 
1
1
1
,
8
0
0
円

以
内

小
小

学
校

に
準

拠

中
中

学
校

に
準

拠

高
高

等
学

校
に

準
拠

小
普

３
６

時
間

程
度

2
0
,
0
0
0
円

程
度

第
６

学
年

原
則

と
し

て
全

員
参

加
近

畿
・

中
国

地
区

内
特

別
支

援
学

級
は

普
通

学
級

に
同

じ

普 定 小 中 高

小
普

中
普 普 定普

小
・

中
学

部
3
人

に
つ

き
1
名

、
高

等
部

は
4
人

に
つ

き
1

名
、

＋
校

長
＋

養
護

教
諭

〃

約
3
0
人

に
つ

き
引

率
1
名

２
泊

３
日

以
内

5
8
,
7
0
0
円

〃
〃

規
定

な
し

〃〃

特 別 支 援

学 校
該

当
な

し

参
加

生
徒

を
二

〇
で

除
し

て
得

た
数

（
1
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

）
に

1
を

加
え

た
数

学
級

数
×

2
＋

2

東
…

関
東

、
西

…
九

州
方

面
ま

で
を

原
則

と
す

る

〃
海

外
は

、
教

育
活

動
の

特
色

を
生

か
し

た
も

の
に

つ
い

て
は

認
め

る

特
別

支
援

学
級

の
引

率
は

、
特

別
支

援
学

級
担

当
教

員
(
実

情
に

応
じ

て
プ

ラ
ス

)

〃
航

空
機

利
用

の
場

合
…

 
6
0
,
9
1
0
円

以
内

規
定

な
し

普
規

定
な

し

定

高 高

保
護

者
の

過
重

な
負

担
に

な
ら

な
い

範
囲

5
5
,
0
0
0
円

程
度

と
す

る

６
０

時
間

以
内

 
(
夜

行
便

利
用

７
２

時
間

以
内

)
規

定
な

し

堺 市
 
　

規
定

な
し

　

該
当

な
し

〃

大 阪 市

中 高

京 都 市

特 別 支 援

学 校

名 古 屋 市
高高 中

規
定

な
し

保
護

者
の

経
済

的
負

担
を

考
慮

し
、

費
用

の
節

減
を

図
る

こ
と

浜 松 市

特 別 支 援

学 校 中

特 別 支 援

学 校

１
泊
２
日
～
３
泊
４
日
程
度

普 普

8
0
,
0
0
0
円

〃

航
空

機
利

用
は

、
一

定
の

条
件

の
下

に
認

め
る

。

３
泊

４
日

以
内

「
堺

市
立

学
校

(
園

)
徴

収
金

事
務

取
扱

要
項

」
を

制
定

し
、

修
学

旅
行

等
の

事
務

手
続

き
に

つ
い

て
保

護
者

へ
の

説
明

責
任

を
果

た
し

、
適

正
な

事
務

処
理

及
び

校
内

体
制

を
整

備
す

る
よ

う
指

導

学
級

数
×

2
＋

2

〃
航

空
機

利
用

は
、

一
定

の
条

件
の

下
に

認
め

る
。

中
学
校
に
お
い
て
出
発
・
帰
着
時
に
送
迎
バ
ス
を
利

用
す
る
場
合
は
2
,
0
0
0
円
を
増
し
た
額
と
す
る

第
３

学
年

規
定

な
し

学
級

数
あ

た
り

の
教

員
数

1
学

級
3
名

　
2
学

級
4
名

　
3
学

級
6
名

 
 
4
学

級
7
名

5
学

級
9
名

　
6
学

級
1
0
名

　
7
学

級
1
2
名

 
8
学

級
1
3
名

9
学

級
1
5
名

 
 
1
0
学

級
1
6
名

　
1
1
学

級
1
8
名

同
上

原
則

と
し

て
、

１
学

級
２

人
以

内
と

し
、

こ
れ

に
養

護
教

諭
(
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
職

員
)
及

び
責

任
者

を
加

え
た

人
数

と
す

る

学
級

数
＋

１
名

＋
校

長
＋

養
護

教
諭 参

加
生

徒
数

を
十

五
で

除
し

て
得

た
数

（
1
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

）
に

1
を

加
え

た
数

〃

本
県

・
訪

問
先

に
「

緊
急

事
態

宣
言

」
が

発
出

、
ま

た
は

、
本

市
・

訪
問

先
が

「
ま

ん
延

防
止

等
重

点
措

置
適

用
市

町
村

」
の

場
合

は
見

合
わ

せ
る

。

〃〃
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日

数
(
時

間
)

旅
行

費
用

実
施

学
年

実
施

許
可

基
準

旅
行

方
面

備
　

　
　

　
考

校
種

引
率

教
職

員

  
※※

海海
外外

修修
学学

旅旅
行行

実実
施施

基基
準準

はは
別別

掲掲
。。

小
普

１
泊

２
日

以
内

2
2
,
6
9
0
円

以
内

規
定

な
し

原
則

と
し

て
全

員
参

加
規

定
な

し
特

別
支

援
学

級
は

通
常

学
級

に
準

ず
る

。

小
　

上
記

に
準

ず
る

規
定

な
し

小
学

校
に

準
拠

中
規

定
な

し
中

学
校

に
準

拠

高
規

定
な

し
高

等
学

校
に

準
拠

小
普

中
普

高
普

県
立

学
校

に
準

ず
る

県
立

学
校

に
準

ず
る

県
立

学
校

に
準

ず
る

県
立

学
校

に
準

ず
る

県
立

学
校

に
準

ず
る

小 中 高

小
普

１
泊

２
日

以
内

2
8
,
1
0
0
円
以
内

(
消
費
税
を
含
む
)

最
終

学
年

原
則

と
し

て
全

員
参

加
規

定
な

し

中
普

２
泊

３
日

以
内

5
5
,
0
0
0
円
以
内

(
消
費
税
を
含
む
)

第
２

学
年

〃
〃

中 等 教 育

学 校
普

４
泊

５
日

以
内

保
護

者
負

担
を

配
慮

し
た

適
切

な
額

と
す

る
前

期
・

後
期

そ
れ

ぞ
れ

、
最

終
学

年
又

は
前

学
年

〃
〃

普 定 小
１

泊
２

日
以

内
お
お
む
ね
、
小
学
校
の
場
合

を
め
や
す
と
す
る
こ
と

最
終

学
年

中
２

泊
３

日
以

内
お
お
む
ね
、
中
学
校
の
場
合

を
め
や
す
と
す
る
こ
と

最
終

学
年

高
４

泊
５

日
以

内
お
お
む
ね
、
高
等
学
校
の
場

合
を
め
や
す
と
す
る
こ
と

最
終

学
年

又
は

前
学

年
 

大
分
・
熊
本
方
面

2
7
,
8
8
3
円
以
内

長
崎
方
面
2
7
,
0
2
0
円
以
内

市
内
2
7
,
8
4
7
円
以
内

中
普

２
泊

３
日

6
0
,
0
0
0
円

以
内

第
３

学
年

+ 第
２

学
年

〃

・
関

西
方

面
・

中
国

方
面

・
九

州
方

面
・

四
国

方
面

普
 

定 小
１

泊
２

日
小

学
校

に
準

拠

中
２

泊
３

日
中

学
校

に
準

拠

高
２

泊
３

日
高

等
学

校
に

準
拠

特 別 支 援

学 校

2
人

に
つ

き
1
名

＋
責

任
者

(
校

長
又

は
教

頭
)
＋

養
護

教
諭

〃

１
泊

２
日

４
泊

５
日

以
内

最
終

学
年

又
は

前
学

年

北 九 州 市

1
0
0
,
0
0
0
円

以
内

高

保
護

者
負

担
を

配
慮

し
た

適
切

な
額

と
す

る

　
上

記
に

準
ず

る

普
高

夜
行

バ
ス

利
用

は
避

け
る

。

５
泊

６
日

特 別 支 援 学 校

第
２

学
年

県
立

高
等

学
校

の
規

定
と

同
様

(
普

通
学

級
＋

特
別

支
援

学
級

)
×

1
.
5

規
定
な
し

〃

前
期

：
2
3
人

に
つ

き
1
名

後
期

：
2
8
人

に
つ

き
1
名

＋
責

任
者

（
校

長
又

は
教

頭
）

＋
養

護
教

諭

(
普

通
学

級
＋

特
別

支
援

学
級

)
×

1
.
8

3
人

を
下

回
ら

な
い

○
大

分
・

熊
本

方
面

○
長

崎
方

面
○

山
口

方
面

岡
山

市
の

規
準

に
基

づ
い

て
派

遣

規
定

な
し

　
　

上
記

に
準

ず
る

〃

〃

岡
山

市
の

規
準

に
基

づ
い

て
派

遣

広 島 市岡 山 市

5
7
,
0
0
0
円

以
内

航
空

機
利

用
6
0
,
0
0
0
円

以
内

特
別

支
援

学
級

は
普

通
学

級
に

同
じ

〃

2
8
人

に
つ

き
1
名

＋
責

任
者

(
校

長
又

は
教

頭
)
＋

養
護

教
諭

岡
山

県
の

規
準

に
基

づ
い

て
派

遣

学
級

数
×

1
.
5
＋

2
名

＋
α

(
各

校
の

実
情

に
よ

り
認

め
て

い
る

)

特 別 支 援

学 校

第
６

学
年

原
則

と
し

て
全

員
参

加

高

1
0
5
時

間
以

内
（

バ
ス

利
用

に
つ

い
て

は
1
1
0
時

間
ま

で
認

め
る

）

小
普

学
級

数
×

1
.
5
＋

2
名

県
立

高
等

学
校

の
規

定
と

同
様

県
立

高
等

学
校

の
規

定
と

同
様

〃

2
3
人

に
つ

き
1
名

＋
責

任
者

(
校

長
又

は
教

頭
)

＋
養

護
教

諭

〃 〃

神 戸 市

中
普

６
０

時
間

内

8
0
,
0
0
0
円

程
度

ま
で

規
定

な
し

規
定

な
し

特 別 支 援 学 校

　
上

限
を

超
す

場
合

は
、

　
特

別
支

援
教

育
課

要
相

　
談

、
極

力
限

度
内

に
収

　
め

る
（

在
籍

数
と

予
算

　
の

関
係

に
よ

る
）

〃
〃
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日

数
(
時

間
)

旅
行

費
用

実
施

学
年

実
施

許
可

基
準

旅
行

方
面

備
　

　
　

　
考

校
種

引
率

教
職

員

  
※※

海海
外外

修修
学学

旅旅
行行

実実
施施

基基
準準

はは
別別

掲掲
。。

小
普

１
泊

２
日

以
内

2
2
,
0
0
0
円

以
内

規
定

は
な

い
が

６
年

特
に

な
し

中
普

２
泊

３
日

以
内

5
5
,
5
0
0
円

以
内

規
定

は
な

い
が

２
年

特
に

な
し

高
普

５
泊

６
日

以
内

特
に

な
し

規
定

は
な

い
が

２
年

8
0
％

特
に

な
し

小
１

泊
２

日
以

内
2
2
,
0
0
0
円

以
内

規
定

は
な

い
が

６
年

特
に

な
し

 

中
３

泊
４

日
以

内
5
5
,
5
0
0
円

以
内

規
定

は
な

い
が

３
年

特
に

な
し

 

高
５

泊
６

日
以

内
7
7
,
0
0
0
円

程
度

規
定
は
な
い
が
３
年
又
は
２
年

特
に

な
し

小
普

１
泊

２
日

以
内

規
定

な
し

参
考

：
2
0
,
0
0
0
円

前
後

6
年

生
目

的
、

教
育

的
効

果
、

費
用

国
内

※
い

た
ず

ら
に

遠
隔

地
を

選
定

し
な

い

中
普

２
泊

３
日

以
内

規
定

な
し

参
考

：
5
0
,
0
0
0
円

前
後

2
年

生
目

的
、

教
育

的
効

果
、

費
用

国
内

※
い

た
ず

ら
に

遠
隔

地
を

選
定

し
な

い

高
普

５
泊

６
日

以
内

7
9
,
0
0
0
円

程
度

規
定

な
し

目
的

、
教

育
的

効
果

、
費

用

国
内

は
規

定
な

し
海

外
は

原
則

と
し

て
韓

国
、

中
国

国
内

の
航

空
機

利
用

を
認

め
る

（
保

護
者

の
同

意
を

得
る

）

小
１

泊
２

日
以

内
保

護
者

の
経

済
的

負
担

等
を

考
慮

し
て

決
定

す
る

規
定

な
し

目
的

、
教

育
的

効
果

、
費

用
―

中
２

泊
３

日
以

内
保

護
者

の
経

済
的

負
担

等
を

考
慮

し
て

決
定

す
る

規
定

な
し

目
的

、
教

育
的

効
果

、
費

用
―

高
５

泊
６

日
以

内
保

護
者

の
経

済
的

負
担

等
を

考
慮

し
て

決
定

す
る

規
定

な
し

目
的

、
教

育
的

効
果

、
費

用
―

※
養

護
教

諭
を

含
め

る
こ

と
が

望
ま

し
い

学
級

数
×

1
.
5
＋

1

1
学

級
：

3
名

2
～

4
学

級
：

学
級

数
+
1
～

学
級

数
+
2

5
学

級
以

上
：

学
級

数
+
2

学
級

数
×

1
.
5
＋

2
全

員
参

加

熊 本 市

特 別 支 援 学 校

全
員

参
加

特 別 支 援

学 校

福 岡 市

※
養

護
教

諭
を

含
め

る
こ

と
が

望
ま

し
い

国
内

と
す

る
が

、
児

童
生

徒
の

心
身

の
負

担
等

を
考

慮
し

て
選

定
す

る
1
学

級
：

2
～

3
名

　
2
学

級
：

4
～

6
名

　
3

学
級

：
6
～

9
名

1
学

級
：

2
～

3
名

　
2
学

級
：

4
～

6
名

　
3

学
級

：
6
～

9
名

1
学

級
：

2
～

3
名

　
2
学

級
：

4
～

6
名

　
3

学
級

：
6
～

9
名

学
級

数
×

2
.
0

国
内

と
す

る
が

、
児

童
生

徒
の

心
身

の
負

担
等

を
考

慮
し

て
選

定
す

る

国
内

と
す

る
が

、
児

童
生

徒
の

心
身

の
負

担
等

を
考

慮
し

て
選

定
す

る


